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新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会 

（平成 26 年度第２回） 

 

 

１ 出席者 

＜委 員＞ 

衣笠 善博 東京工業大学名誉教授  

小山 幸司 三菱重工業株式会社エネルギー・環境ドメイン原子力事業部 

機器設計部マネージングエキスパート 

杉本  純 京都大学大学院工学研究科教授 

鈴木 元衛 日本原子力研究開発機構安全研究センター燃料安全研究グループ非常勤嘱託 

立石 雅昭 新潟大学名誉教授 

田中 三彦 科学ジャーナリスト 

中島  健 京都大学原子炉実験所原子力基礎工学研究部門教授 

西川 孝夫 首都大学東京名誉教授 

原  利昭 新潟工科大学副学長 

藤澤 延行 新潟大学工学部（教育組織）教授、 

新潟大学可視化情報研究センター（研究組織）センター長 教授 

山内 康英 多摩大学情報社会学研究所教授 
 

＜東京電力＞ 

川村 慎一 原子力設備管理部長 

五十嵐信二 原子力運営管理部長 

松本 純一 原子力改革特別タスクフォース事務局長代理 

横村 忠幸 柏崎刈羽原子力発電所長 

 

２ 日時 

平成 26 年８月 27 日(水) 13:30～16:30（マスコミ公開で実施） 

 

３ 場所 

自治会館１階講堂 

 

４ 議題 

(1) 福島事故検証課題別ディスカッションの議論の状況について 

(2) その他 
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５ 報告事項 

(1) フィルタベント設備の検証の進め方について 

(2) 福島第一原子力発電所の状況について 

(3) 原子力災害時の避難に関する課題について（避難時間推定シミュレーション） 

 

６ 配布資料 

 

資料No.１ 福島事故検証課題別ディスカッションの議論の状況について（課題１～６） 

資料No.２-１ フィルタベント設備の検討のための事故想定について 

資料No.２-２ 
「フィルタベント設備の検討のための事故想定」における各ケースにおける 

放出量評価方法について（東京電力） 

資料No.２-３ フィルタベント設備に関する確認事項（東京電力） 

資料No.２-４ フィルタベント設備に関する確認事項 補足説明資料（東京電力） 

資料No.３ 福島第一原子力発電所の汚染水の状況について（東京電力） 

資料No.４ 
原子力災害時の避難に関する課題について 

～避難時間推定シミュレーション結果から～ 

 

 

７ 質疑等 

（事務局） 

  会議に先立ちまして傍聴者の皆様へご連絡いたします。携帯電話はマナーモードの位置に設定をお

願いします。また、傍聴要領のとおり会議の議事・運営に支障となるような行為をしないようにご協

力をお願いいたします。 

  それでは定刻となりましたので、ただいまから平成２６年度第２回新潟県原子力発電所の安全管理

に関する技術委員会を開催いたします。開会にあたり山田防災局長からご挨拶申し上げます。 

 

（山田防災局長） 

皆さん、ごめんください。新潟県防災局長の山田でございます。本日はお忙しい中、また天候の悪

い中、安全管理に関する技術委員会に出席いただき誠にありがとうございます。また、柏崎刈羽原子

力発電所の安全管理につきまして、日頃からご指導ご鞭撻をいただいていることに感謝申し上げます。 

まず、今日、後ほど報告させていただきますけども、県では昨日、原発に万が一のことがあった場

合の避難時間のシミュレーションを公表させていただきました。また、柏崎市さん、刈羽村さんをは

じめ県内の自治体には、原子力防災に対する取組みに取り組んでいただいております。これらのこと

の前提になりますのが福島原発事故の検証であります。その福島原発事故の検証につきましては昨年

度からこの委員会で課題別ディスカッションという形で大変ご協力いただきながら議論していただい

ています。今日はこの委員会でその個々の課題別ディスカッションの状況と今後の考え方等について

ご議論いただきたいと思っています。 

  限られた時間の中でございますが、どうぞよろしくご議論いただきますようお願いします。 
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（事務局） 

  次に本日の委員会の配布資料についてご確認をお願いします。会議次第によりましてご確認させて

いただきます。資料№１福島事故検証課題別ディスカッションの議論の状況について、資料№２－１、

こちらは６月６日の県の報道資料となりますが、フィルタベント設備の検討のための事故想定について、

資料№２－２、「フィルタベント設備の検討のための事故想定」における各ケースにおける放出量評価

方法について、資料№２－３、フィルタベント設備に関する確認事項、こちらは整理表になります。資

料№２－４、フィルタベント設備に関する確認事項補足説明資料、資料№３、福島第一原子力発電所の

汚染水の状況について、資料№４、こちらは資料の名前としては相違しておりますが、昨日の県の報道

発表資料となりまして、原子力災害時の避難に関する課題について、避難時間推定シミュレーションの

結果から。以上となります。あとは委員の皆様の机上にはディスカッションの資料が用意してあります。

過不足がある場合は事務局にお知らせ願います。それでは議事に先立ちまして本日の進め方について事

務局から説明をさせていただきます。 

 

（事務局：須貝原子力安全対策課長） 

  原子力安全対策課長の須貝です。今日はお忙しい中、お集まりいただきまして大変どうもありがと

うございます。説明の前に委員の皆様にはお詫びを一言申し上げたいと思います。資料のお届けが大

変遅くなりました。大変申し訳ございませんでした。 

  それでは、事務局から今日の進め方について述べさせていただきます。座って失礼いたします。 

  お手元の議事次第をご覧いただけますでしょうか。まず議題１福島第一原子力発電所事故の検証に

ついてでありますけれども本年度に入りましてから各課題において２回づつディスカッションを開催

しております。本日は、６つの課題別ディスカッションについてメンバーの代表の委員の先生から議

論の内容についてご報告をいただきたいと思います。 

  検証についてご質問、ご意見をいただきたいと考えております。その後、フィルターベント設備の

検証状況、それから福島第一原子力発電所の状況につきまして東京電力から説明を受けたいと考えて

おります。 

 先ほど局長からも挨拶の中で申し上げましたとおり、昨日避難のシミュレーションについて公表して

おりますので、それについて若干の説明をさせていただきます。以上、委員の皆様におかれましては

限られた時間でございますけども忌憚の無いご意見をいただきたいと思います。本日はよろしくお願

いいたします。 

 

（事務局） 

ここからの進行は中島座長にお願いします。 

 

（中島座長） 

はい。それでは、皆様よろしくお願いいたします。 

早速ですけども、議事次第に従いまして、まず議題１の福島第一原子力発電所事故の検証について

ということで、６つの課題についてのディスカッションを行っていますので、各課題のディスカッシ

ョンの状況について説明していただきます。 



4 
 

はじめに事務局からディスカッションの開催状況等について説明をお願いします。 

 

（事務局：市川原子力安全広報監） 

はい。説明いたします。課題別ディスカッションの開催状況についてでございますけれども、今ほ

ど課長の説明にもございましたとおり、これまで６つの課題につきまして各々２回づつの議論を開催

しております。ディスカッションにつきましては昨年以来、委員の皆様の疑問点、それから東京電力

からの回答、これを議論整理表に整理しながら進めていただいている所でございます。議論の整理表

につきましては前回の委員会におきまして中項目毎に論点整理をすることでご説明さしあげておりま

すけども、議題によって進捗状況いろいろでございます。議論整理表、中項目の整理の直前までいっ

ている議論もございますけれども、本日はこの議論の状況につきまして、コアメンバーの代表の委員

の方から概要についてご報告頂きたいと考えております。疑問点等につきましては、コアメンバー以

外の委員からも頂きたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（中島座長） 

  はい、どうもありがとうございました。それでは早速でありますけども、６つの課題について、そ

れぞれの代表の委員の方からご説明をお願いしたいと思います。まず課題１ということで、地震動に

よる重要機器の影響というテーマでございまして、田中委員から報告をお願いいたします。できるだ

け短めでお願いいたします。 

 

（田中委員） 

  田中です。よろしくお願いします。短めにということなんで、手短に５分位で話をします。その前

に確認ですけれども、この資料Ｎｏ．１ですか。このＮｏ．１に書かれている整理表というのは今日

配られていませんけれども、これは８月２０日付の整理表を意味しているのでしょうか。 

 

（立石委員） 

  根本的にこの資料についてはいつの日付でしょうか。ということです。 

 

（事務局：市川原子力安全広報監） 

  今現在の最新のバージョンの制定の番号になっています。 

 

（田中委員） 

  ですから、それは８月２０日付のものでしょうか。 

 

（事務局：市川原子力安全広報監） 

  ８月２０日付で結構です。 

 

（田中委員） 

  ８月２０日というのはディスカッション１が行われた日ですが、それはここには反映されていない

ということで考えてよろしいですか。 
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（事務局：市川原子力安全広報監） 

  はい、まだ反映する前でございます。 

 

（田中委員） 

  そうですか。それは少し困るのですけど。 

 

（事務局：市川原子力安全広報監） 

  ８月２０日に議論していただいた内容については、まだ議事の確認がちょっと終わっておりません

ので、そこは整理表の中には記載していないという状況です。 

 

（田中委員） 

  そうなると、この資料１にそれを明記して頂かないと、これが今日付でアップされる訳ですよね。

ですから８月２０日の議論、非常に重要な議論だったと思うのですが、それがここには書かれていな

いんだということを明記して頂かないと、これがそのまま委員会の資料としてアップされるというこ

とには問題があると思います。それからもう１点ですね、その整理表の番号でいうと、整理表Ⅰと書

いて１．①とか書いてありますが、そのⅡ．５．⑤というのが、Ⅰ番の中に書かれていますが、これ

は全然関係ないのですが、これはどうでしょうか。言っているのはお解りになりますか。私達の課題

１のディスカッションには大きくⅠ・Ⅱとあります。それでⅠの問題に関して、非常用復水器等の重

要配管に小破口冷却材云々と書いてあります。それに関する整理が黒文字で書かれています。それで

Ⅰ．１．①、Ⅰ．３．とかありますが、その更にⅡ．５．⑤と書いてありますが、Ⅰの中にⅡの整理

表の番号として引用されていますが、これは関係が無いのでしょうか。整理表の最後のページになり

ます。 

 

（事務局） 

  その整理表の中で振られている番号の箇所に、田中先生の質問ということで、東京電力さんのほう

から４月２８日に出されたものに対するご回答を田中先生のほうから先週の２０日にしていただいた

んですが、それが整理表の中でいうと、このⅠ．１．①の部分になるということで、皆さんのお手元

にあります手持ちファイルのところの、それが各ディスカッションの配布資料になるのですが、それ

の第４回の部分の整理表に、そこの質問に対する回答の整理表の欄があると。 

 

（田中委員） 

  それは間違いですね。私に対する東京電力さんからの質問というのは、津波に関するものは出てい

ません。私が答えているものは、東京電力さんに答えたものは、その話は書いておりません。追加の

質問で私は何か整理表にこれを加えてくださいと、追加の質問は出していますけれど、それもここに

反映されていないんですよね、実は。 

 

（事務局） 

  ２０日の部分に関しての所は、まだちょっと反映されていないということで。 
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（田中委員） 

  ２０日部分でなくて、私が質問に対する回答を出したのが８月４日です。その説明は８月２０日に

しています。それから追加質問は８月１１日頃出していますけれども、それが反映されていない。何

でこんなに違う整理表を、議論のポイントがですね、こういう格好で今日の議題になっているのか非

常に困ったなと思っていますけど、これから外れてご報告させて頂こうと思いますけども。 

 

（事務局） 

  すみません、その辺はちょっとうちのほうも、処理が滞って至らなかった点がございまして、それ

は次回以降反省させていただきたいと思いますので。 

 

（田中委員） 

  いや、反省はいいんです。反省を求めているんじゃなくて、これをそのままアップされると困ると

いう事です。現時点の状態の話をしていないということです。直して掲載して頂く必要があることを

言ってまして。 

 

（事務局） 

  じゃあ課題１の部分につきましては、また田中委員の方とご相談させていただきまして、どういう

内容で載せるかということを、検討の上でホームページにアップするような形で行いたいと思います。 

 

（田中委員） 

  ２０日でその１週間後だから、それが反映されなかったことは、それは仕方がないことです。それ

はそれでいいんですが、そういう書き方がされていないので、これが今日の時点、２７日の時点の議

論の整理だと誤解されるのが困るということです。だからあまり相談することはない。相談すること

は無くて、そういうことを一つ入れて頂くだけで済むと思いますけれども。 

 

（事務局：須貝原子力安全対策課長） 

  所定のちょっと事前のご相談に不手際がありまして申し訳ございません。ちよっと、そのあたりも

キチンとご相談させて頂いたうえで、資料を作成したいと思います。今日は申し訳ございませんが、

そういう前提でお話いただければと思います。申し訳ございません。 

 

（田中委員） 

では今から５分いただきます。最近の８月２０日にですねえ行った４回目からご説明します。いろ

いろ問題、整理表の中に関連質問をしていたり、答えを東京電力さんからいただいたりしているわけ

ですね。問題はですねえ、全てが孤立した現象として捉えるよりも、私がずうっと言っているのは、

水が出ただとか、ＳＲ弁の音がしなかったとか、そういうものっていうのは何らかのことを物語って

いて、それは４階での問題と絡んでないかということが頭の中にあります。それを論文に書き、東京

電力さんにお示しして見解をいただいているつもりなんですけれども、ということで言いますと、最

大の問題というのは、１号機ですね、第一原発の１号機の原子炉建屋の水素爆発というのは５階では
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なく４階で起きていませんかということが私にとっては最大の問題なんです。私にとってはというよ

りも、この問題を提起しているのが、私自身で個人的な疑問ということになりますけれども、実際に

はこれ国会事故調からずうっと議論されてたことを今、議論させていただいているということです。

従って、私は今は国会事故調のメンバーではなくて、ただの一私人ですけれども、国会事故調での議

論をここでさせていただいていることをご理解下さい。それでいくとですねぇ、４階の爆発というの

が、５階の爆発、１号機の原子炉建屋、５階の爆発っていうのは４階で起きたのではないですか、も

しそうだとすると、いろんな問題が関連的には説明がつくのではないか、そういうふうに思っており

ます。それで、その意味で８月２０日に課題１の地震動による重要機器の影響ということで、４階の

水素爆発ということがあって、５階にも当然あるんですけれども、その件についてほとんど２時間近

く議論させていただきました。東京電力さんの方は、４階では爆発してないんだ、５階なんだという

ことで、それに対する疑問として最大に残るのは、蓋が４階のところに、５階の床の大物の搬入口の

蓋がしまっていたという問題です。それがどうして開くんですかということをいろいろ議論いたしま

した。それから、もう一つはですねぇ、これは初めての質問になりますけれども、４階ってのはＩＣ

が、非常用復水器が設置されているところですが、そこに水蒸気の凝縮跡があります。断定はできま

せんが、そういうものが非常に、北側の方にいっぱい付いています。これはですねぇ、水蒸気が事故

のプロセスの中で発生したことを意味しないかということを東京電力さんに伺っています。この問題

はですねえ、もしかすると水素爆発と関係する一つの裏付けとなる可能性があるんで、それについて

ご見解をお願いしたんだけれども、前からあったのかもしれないということで、これは今後、東京電

力の方で調べてくれるということになっています。従って、一番の問題は、これからもまた続くと思

いますけれども、最大の問題は、４階で水素爆発が最初に起きていないか、そして瞬間的に５階に巻

き上げられて、５階で爆発が起きたんじゃないか、この問題が一番重要事象として議論されるべきだ

と考えておって、今そういうようなことが、８月の２０日に公開の場で行われたということでござい

ます。それから、津波の問題に関しては、これは短くご説明したいと思いますけども、４月２８日に

国会事故調でこの問題をずうっと取り上げて細かく分析された伊藤良徳さんという協力調査員の方の

ご見解と、東京電力さんのご見解を聞いたということです。簡単にまとめますと、東京電力さんの津

波の認識では、ポイントは第２波の津波の第１段目、１段目ですね、これに関するものを伊藤さんの

方は、第２段目の、第２波の第２段目、２段目であると、その違いだけですねぇ。その違いだけです。

それで、その説明ですけれども、我々委員全体としてのですねえ、感想と言うのは、下に、１ページ

目の下に書いてあります。電源喪失の原因が、津波か地震動かまだ判明しない、要するに着岸点、到

着時間、１号機への到着時間というものに関して、東京電力さんの説明が良いのか、伊東良徳さんの

説明が正しいのか、その２つについて、決着は付かなかったということが、我々委員の全体としての

感想、現時点での感想ということになっています。問題は、それから、その問題に付随してですねぇ、

１号機が、１号機というのは防波堤の真ん中に位置するんですが、何で１号機だけが早くてですねえ、

１号機は後からいくべき位置にあるんですけれども、１号機が一番最初にＳＢＯに入ってしまったの

かという問題ですねえ、その原因もこれからもう少し細かく伺おうかなと、こういう状態にあるとい

うふうに思っております。以上です。 

 

（中島座長） 

どうもありがとうございました。いまの説明につきまして、報告に対しまして参加していた他の委
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員、あるいは参加していない委員からの質問、あるいは追加のコメント等ございますでしょうか。こ

の水素爆発の場所５階か４階かで、４階であるということはこれは、もしかしたらＩＣの配管からの

漏洩ということにつながるというところで、それは大きな問題になるということですね。 

 

（田中委員） 

それで、もしそういうことになりますと蒸気が出てしばらく凝縮するはずです。その凝縮痕という

のがＩＣタンクにいっぱい付いているように見えるけれども、その見解を今聞かせてもらう段階にあ

ると。 

 

(中島座長) 

まだちょっと、事実関係を出してもらいたいと。 

 

（田中委員） 

それから非常に重要なことを忘れていました。ごめんなさい。それでですね、４階、建屋の原子炉

建屋のですね、第一原発１号機の原子炉建屋の４階を中心とした調査をしたいかということを東京電

力から私が問われています。そのことに関して、入りたいということを回答をしたいと思いますが、

それが技術委員会としてどのようなメンバ－で入るか、ということの議論をこれからするということ

も決まりました。 

 

(中島座長) 

ありがとうございます。他の委員の方からどうぞ。 

 

(立石委員) 

いまの最後のポイントなんですね、これは技術委員会マタ－、技術委員会で調査のために入るかと、

これは第一の課題のディスカッションのメンバ－の話ではなくて、技術委員会としてどうするかとい

うことを議論するというふうにその場では諮ったんだと私は理解しています。また、だからあとでこ

の議論をお願いしたいと思います。今日で無くていいんですけど。 

 

(中島座長) 

わかりました、それはあとで事務局と相談させて頂ければと思います。そのほかコメント等ござい

ますでしょうか。 

 

(立石委員) 

もうひとつお願いします。全体のまとめの仕方の問題なんだけれど、例えば、こうゆう問題がどう

なのかと指摘がされていると、それに対して回答があった、というところで終わっているんですよ。

これは回答があったという形で書かれると、その回答で了解したということになるのでしょうか。ど

ういうつもりでこういう整理のされ方をしているのかがちょっとわからない。ほかのセクションでも

同じような書き方がされていて、なんか回答があったらそれで終わりって言うようなというふうにと

れなくもない。その辺をまとめている県の方としては何か意向があって、このまとめをされているの
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かちょっとお聞きしたい。 

 

(中島座長) 

お願いできますか。 

 

(事務局：須貝原子力安全対策課長) 

今回のまとめ・資料につきましては、今の議論の状況をお伝えするという意味で、特に今の議論の

なかで重要なものをピックアップしております。ですので、この指摘に対する回答についてはこれで

終わりということではなくて、このような議論がある中でご報告頂くと、技術委員会での、本委員会

でのご意見ですとか、ご質問ですとか、そういったことを頂くためのたたき台として作成したもので

す。 

 

(中島座長) 

ですから、これで終わりということではないということで、あくまでも経緯を回答すると。 

 

(田中委員) 

そのことなんですけど、私も同じような疑問を持っているんですけど、いまディスカッションをし

ていくときにコア委員だけのですね、ここは了解したんだとかしないんだという結論をですね、どっ

かで開いてですね、各ディスカッション、課題に関してですね、これについてはここで了解したとか

結論を出して行かないとですね、いつまでも亡霊のように残っているものも多いような気がする。だ

から集約をされたんなら集約をされたということをですね委員の中で決めていく必要があると思って

います。 

 

(中島座長) 

ありがとうございます。本当に有意義な指摘で当然というか、ただ単に事実関係だけじゃなくて、

得られた結果を基にコアメンバ－としてのまとめというものを、私としてはできれば今度、新潟県の

柏崎刈羽にどう教訓として取り込むか提言して頂ければ非常にありがたいです。他のメンバ－の方、

他の課題に参加されている方もできましたらそういう形で進めて頂けるようにお願いしたいと思いま

す。あと課題１についてはよろしいでしょうか。それでは次の課題２海水注入等の重要事項の意志決

定について、山内委員から、第３の東京電力の対応窓口、それから課題４のメルトダウン情報発信と

いうことなんでまとめてご報告をお願いします。 

 

（山内委員） 

お手元に配られております資料１福島事故検証課題別ディスカッション資料の２ページ目、３ペー

ジ目、４ページ目、５ページ目、６ページ目、７ページ目をご覧ください。今日は残念ながら、吉川

委員と三上委員の両名がご欠席なので、今日は私から合わせてこの３つの議論についてご報告致しま

す。まず２ページ目の海水注入等の重大事項の意志決定のところです。この議論のポイントは海水注

入の意志決定に、３月１１日の海水注入の意志決定に問題がなかったのか、ベントの意志決定に問題

がなかったのか、非常用復水器ＩＣの操作等に問題がなかったのか、等について議論しております。
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その下にあります事項等、ローマ数字のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳとありますが、この中でとりわけ注意を喚起

する対応について取り上げてご報告いたします。ここで議論しておりますものは、３月１１日から、

その発災直後からの操作員の運転の手順がはたして適切なものであったのか、そこに何らかの瑕疵が

なかったのかということです。操作員は当然ながらシビアアクシデントに対しまして、手順書に沿っ

て動いております。つまり、操作に直接携わる方は事前に決められた手順書、マニュアルに沿って動

いておりますから、手順書が正しかったのかという問題になります。もうひとつ、手順書を超えるよ

うな、あるいは手順書には書かれていない施設外部の関係、具体的には経済産業省や保安院や官邸と

の関係というものがありますので、これに関しては命令を発する側の組織あるいは人員が重要になり

ます。つまり、当直長だけではなく、所長あるいは所長を補佐する人たちの問題で、これは手順書に

当然書かれていない問題に対応することになります。つまり、このような状況では決められた手順に

沿って命令に従って動く人と、それから命令を作り出す、臨機応変に状況に適応する人が二通り必要

になるわけで、この二つの組織論的な組み合わせと申しますか、問題を切り分けて適切に対応する、

その仕組み全体が問題になるというのが私ども委員からの質問になります。つまり、このようなシビ

アアクシデントのような緊急事態に対して、原子力施設の組織が制度的にあるいは人員的に適切であ

ったのかということになります。このような関係から議論するときに、とりわけ重要だと思われまし

たのが、３ページにありますローマ数字Ⅲの非常用復水器（ＩＣ）の操作等に問題がなかったのかと

いう問題です。これは先程、課題１のところでも田中委員から取り上げましたが、福島第一の１号機

のみにあるＧＥ社の一番古い形のパッシブな非常用の装置であります。これは繰り返し様々な調査組

織で取り上げられましたように、シャットダウンまで、正常に機能したかどうかにつきまして第一グ

ループの方で、今この後取り上げているわけですが、地震が起こりまして、その後、これがフェイル

クローズによって、閉じるということになりました。全電源喪失になって給水装置も、ベントを開け

る装置も電源を失ったときに当初の設計書によってフェイルクローズということになります。このた

めに１号機は冷却の機能を失い１時間半の中にすでにメルトダウンを起こしていたということが明ら

かになっております。つまりその後の様々な所長をはじめとする復旧の、あるいは注水の努力も後か

ら考えれば実はもうメルトダウンしていたということになるわけであります。したがって、この非常

用復水器の、また１号機から様々な連鎖的な事象が起こったことを考えれば、ここは重要な問題であ

るというところでございます。また更にＩＣにつきましては、建設後４０年経って初めて動いたとい

うことが明らかになりまして、しかも実際にＩＣ全体に蒸気を通すという訓練も行っていなかった、

したがって蒸気を通した時にどのような音がするだとか、どのような現象が起こるかということが運

転員に確認されていなかったということが委員会の中で述べられております。そこが２のところにな

るところです。非常にクリティカルな問題だと思いまして、フェイルクローズの設計思想が正しかっ

たのか等、現在、引き続き議論しているところであります。そこにつきましては技術委員会、専門家

の中島先生をはじめ、専門家の先生が多くいらっしゃいますので、何らかの議論を纏めたいというふ

うに思っております。 

 

（山内委員） 

次に、課題３の東京電力事故対応マニュアル、これにつきましても議論のポイントを一応ご説明し

まして、事項の中から重要なものについてご報告したいと思います。ここでは東京電力の事故対応マ

ニュアルにつきまして、注水系統の切り替え、中の圧力が格納容器の圧力がありまして、その圧力を
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利用して、備え付けられた機能として、冷却を行うＲＣＩＣそれが必要に応じて付く形での方法、更

に消防車と言う継続的な冷却、止める、冷やす、閉じこめるの、冷やすに関する賢明な努力をしてお

りますから、その反応が果たしてどうかということが検証のポイントになります。その先ほどの課題

が、その判断が一つの指揮系統がうまく機能していたのか、東京電力から外部への連絡がどのような

状態だったのか、とりわけ既に３月１１日の早い段階で１０条、１５条事態で、少なくとも一連の双

葉郡の市町村への連絡がどのように行われていたのか、などの議論が重要になってまいります。これ

らについて申しておきます。その中でとりわけ重要なのが、この４ページのローマ数字Ⅲの東京電力

から外部の県、自治体、オフサイトセンターなどへの連絡がどのようだったのかと言うことです。発

電所この中でとりわけ重要だと思われますのは、外部への連絡が取れない場合、当然自治体も混乱し

ておりますので、そのようなときにどのように自治体に連絡をするので、基本的にはファクシミリに

よる通報と電話になっておりますが、東電の社員の方が自治体訪問、担当者による状況説明を実施す

ると言うことでありましたが、混乱している状態の自治体もあり受け手側には必ずしも伝わらなかっ

た。と言う情報がありました。従いましてどのようにして事故対応を自治体に伝えるのかと言うこと

は大きな課題になっています。 

続きまして４番目のメルトダウン等の情報発信のあり方についてご報告致します。６ページをご覧

下さい。このメルトダウンの情報発信のあり方というのは具体的に申し上げますと、先ほど申しまし

た通りに既に３月１１日の夕刻には１号でメルトダウンの発言があって、よってそれに対する認識が

如何という福島第１の中央操作室の制御室における、認識如何という問題がありますが、それとは別

にそのメルトダウンという言葉ですね、炉心溶融という言葉自体をずっと公式では、メディアでは使

われなかった、と言う問題があります。メルトダウンと言う事態があってこそ正しい周辺自治体など

への避難勧告ができる訳ですから、この段階でこの言葉が伝わらなかったと言うことになにか操作性

があるんではないかと言う問題、関心があります。これに関する重要な肝心と申しますか議論は６ペ

ージの２の所にありますが、国などの対応が正しかったのかというところで、原子力安全・保安院な

ど国から情報を止めるような圧力があったのではないか、メルトダウンという言葉を使われれば非常

に大きな社会的な影響が、パニックですね、社会的なパニックが起こるであろうことから、そのよう

な言葉を使うことに対して圧力があったのではないかという問題関心があります。繰り返しになりま

すが、そのような言葉を使わなければ避難が出来ないわけで、これは根本的な問題であります。これ

に対して①－ｂのことですが、官房長官と官邸が保安院と東電に圧力をかけた、圧力をかけたという

こと自体、非常に微妙なことがありますが、空気を醸成したという、このメルトダウンと言う言葉を

伝えにくいという空気があった。というふうに私どもは理解いたしました。と言うことで、空気とい

うことも非常に日本社会の表現で、しばしば使われることで山本七平先生の空気の研究と言う本があ

りますが、日本がなぜ第二次大戦を避けることができなかったのかというと、それは空気があったと

いうものなのですけれども、空気に支配されていると社会では、またそう言う組織構造では、当然正

確な意思決定が出来ないだろうと言うことになろうかと思います。山本七平先生の本によると、日本

社会では空気が醸成された後、水がかかると書いてありまして、それが空気を一度壊すと、まるで空

気の中にいたと言うことが不思議なように日本人は動き出すと。敗戦という水をかけられるといつの

間にか違う社会を作り出すという風なことも書いてありまして、地震によって、ある意味では水がか

けられて、私どもはシビアアクシデントを使えないと言う空気は打破されたと思いますし、今はシビ

アアクシデントと言うものを前提として原子力施設を運営することになっているわけですから、その
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ために少し従来のシビアアクシデントは起きないと言うことを前提として揃えていた政府や組織運営

のあり方自体、国の電気事業者に関する体制や或いは、他の組織の連携なども考えなければならない。

というふうに思います。この技術委員会もそういうふうに思います。 

 

（中島座長） 

ありがとうございました。今の３つの課題についてまとめて説明していただきましたけども、何か

コメント・質問等ございますでしょうか？ 

 

（田中委員） 

すいません田中です。課題２の、私まだ気にはなっているのですけど、一度もこのディスカッショ

ンには出ていないのですが、ＩＣの問題でですね、これは問題提起ということで東京電力さんから話

を聞きたいと言うことではないんですけども、ＩＣのマニュアルの問題でですね、ずっと気になって

いることがあって、恐らくＳＢＯになる前までは、単一事象ＭＳＩＶが閉になったことに対する運転

操作を運転員の方が実施されたんだと。それに対するマニュアルと言うのはＭＳＩＶに対する、閉に

対するマニュアルと言うのを読んでみますと、まあ当然炉圧が上がってくる訳なんですけど、その時

に対応の仕方が書かれているんです。 

それを読むと運転員の方はですね、ＳＲ弁を操作するか、ＩＣのバルブを操作してですね、まあＩ

Ｃというのは３弁だけ操作すればいいんですけども、その操作をして、することで原子炉圧力という

ものを調整をしろと書かれている。正確な言葉はマニュアルをもっていないのであれなんですけど…。

まあいずれにしてもですね、ＭＳＩＶが閉になった時には運転員としては選択が２つあって、１つは

ＳＲ弁を使って炉圧を制御する。それからもう１つはＩＣを動かして制御する。こういう風になって

いる。たしか５．と言うところと、５．か６．だったと思いますが、そこのマニュアルにそういう風

に。ところがですね、実際にはこれが自動起動してしまう、ＩＣが勝手に立ち上がってしまうと言う

ことになっている訳です。そうするとですね、マニュアルと実際の運転員の間の判断とで齟齬が生じ

ている可能性があって、この問題を何度か聞いたことがあるんですけど、きちんとした答をいただけ

てない。それは国会事故調でも同じですけども。それで私はですね、自動的に立ち上がるのは自動的

に立ち上がるでいいんですけど、その立ち上がる設定圧力と言うのがございまして、その設定圧力と

いうのは確か前年か、前々年にですね、ＳＲ弁よりも低く設定し直しているんですね。そのことはマ

ニュアルの中に反映されなかったと言う風にみています。このことは実はですね５５℃／ｈと言う話

があるんですけども、５５℃／ｈ、１時間の温度変化率５５℃を超えたらば機器に悪影響があるので

止める、そう言う、まあこれは火力発電の時代からずっとあるのですが、経験値では。 

これを使って、これを基準に止めたと言うことを主張される、だけどマニュアルの中には一切書い

てないです。いったいどうしてそれをやったのかということを、僕はずっと聞いている訳です。マニ

ュアルの中にですね全然書いてないのかと言うとそんなことはなくて、もういろいろな手続きをして

ですね、最終的にはもう冷温停止にいよいよ入るよと言う、安定した状態になると１２．ところだと

思いますけど、ちょっと記憶間違いがあるかもしれませんが、これはもう時間的にはずーと違うとこ

ろで、いよいよこれからゆっくり冷温停止に向けていくよと言うところには５５℃／ｈｒを守れと書

いてある。それはもう当然のことなのですけども、緊急の時に５５℃／ｈｒを守れなんて話はどこに

もない訳です。そんなこと言ってたらＥＣＣＳだってぶち込めない訳だから、それはいいんですけど
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も、ちょっとマニュアルと東京電力の説明の間にいくつか理解できないことがあるということをちょ

っと指摘させていただきたい。 

 

（中島座長） 

今のはいくつかコメントと言うことで、いつかの機会に回答ということで。 

 

（田中委員） 

こっちで私出ていないものですから、気になったことということで反映していただければと。 

 

（中島座長） 

よろしいですか。では鈴木委員。 

 

（鈴木委員） 

今の田中委員のコメントとかなりダブる訳ですが、私もこの海水注入課題２のディスカッションに

毎回参加しております。この前の議論に出て感じたことですが、ＩＣと言うのはそもそもどういう目

的で設けられているのかという風な質問をしたところ、東電さんはこれは常用系ですと、安全系では

ありませんとお答えになった。それはそれでいいのですが、それではどう言うときに働くんですかと

質問したら、あまり要領を得なくて、議論の場に当直長の方がみえられていて、その方はＭＳＩＶが

閉まったら、まずは先にＳＲＶが開くでしょうとおっしゃった。はっきりそうおっしゃった。ところ

が現実は全然、今田中委員がおっしゃったように違う訳ですね。ＩＣの方の設定圧が SRV 設定圧より

低い訳ですから、現実にはＩＣが自動起動をしているわけです。そのへんがありまして私としては、

もちろん東電さんの説明が誤ってるんじゃなくて、たぶん東電さんは議論の流れの中でですね特定の

状況を踏まえた説明のされ方をしたんだろうと思います。まあそれもありますが、とにかくですね、

このＩＣの目的とか、どのように本来動作することを期待しているのかとか、そうしたものを運転の

方たちがどのように理解し、日頃訓練されていたのかということについて、この前の議論を経てです

ね、おおいに私は疑問を深めております。従いましてこの次はですね、このＩＣの問題について、も

う一回きちんと議論したいという風に考えています。 

 

（中島座長） 

ありがとうございます。いまのも田中委員と同じような感じで進めて、但し、ここのところは次回

と言うか、あるいは次の課題別（ディスカッション）のほうですかね、そちらで説明していただけれ

ばと思います。我々としてもできれば情報共有させていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。そのほかこの３つの課題についていかがでしょうか。山内委員からはこのＩＣのフェイルクロー

ズの設計思想については何か少し提言といいますか、取りまとめ的なお話がございましたけれども、

まずはコアメンバーの方から何かご提案をいただき、あるいはちょっとメンバーを変えて集まっても

よろしいかと思います。 

 

（山内委員） 

それでけっこうです。 
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（中島座長） 

じゃまたそれは相談させていただくとして。その他、なにかありますでしょうか。 

 

（立石委員） 

情報発信の項目に関わってのことなんですけども、ここにも書いてますけども、東京電力さんはそ

の広報の経験を踏まえて情報発信の体制についてそれなりに改善を加えるということで、努力されて

きていると思うんですよ。しかしそれを受ける特に規制委員会や国の体制がどうなっているのかさっ

ぱりわからないですよ。福島の事故の検証という視点で見たときにここの部分が具体的にまったく見

えていないような状況のなかでこれ検証になるのか。東電さんがいくつか具体的に、私たちも現場に

行って危機管理室や体制に関わって、こういう点を改善し充実させているかという話を伺っている。

だけど国のほうがどうなっているのかさっぱり見えない。端的に言えば、後から出てくるのでしょう

けども、いわゆる避難指示というものが、いったいどのような時点でどのような形で、何を根拠にし

て発せられるのかわからない。端的に言うとたとえば前回の委員会で出ましたけれでも、ステーショ

ンブラックアウトという情報が東電から各自治体や国に出されたときにすぐに避難するなんてことは

出来ないわけですよね。始めるということはできない。これはあくまでも今のところ国の総理大臣が

発令することになっている。指示することになっているわけですから。そこをあえて言えばそうなっ

ているわけですから。ところがそちらのほうはどういう仕組みでもって決めていくのか見えていない。

そういう意味でわたしはここで議論する中身がどのようにして上に伝わっていくのかぜんぜん見えて

いない。何度も規制委員会、規制事務所に出てくるようにされていると思うんですけど、ここのとこ

ろどうすればいいのか、技術委員会のひとつの考えなければいけないポイントだと思っている。かな

り努力して検証進めているわけですよ。その点でどうすればいいか、考えなければいけないなと思っ

ています。以上です。 

 

（中島座長） 

どうもありがとうございます。非常に大事な提言といいますか、指摘だと思います。事務局から私

からも、文書で規制委員会へ、規制庁へこの場への参加のお願いはしているのですが、みなさんご存

知だとは思いますが、なかなか難しい。たぶん具体的な前もまとめて質問事項を出した際にはまとめ

て検討し回答いただいたということがありましたので、毎回出ろといわれても今のような具体的な質

問を取りまとめて技術委員会の名前で提出すれば何らかの回答は得られるのではないかと思います。

そういう立場からでも各委員から国に対する要望あるいは意見、質問をまとめて、また事務局とどう

いう形で要望出すか相談させてください。できるだけそういう形で規制委員会や国の対応もわかるよ

うにしないと、そういう意味では大事なところ抜けてしまいますので。ありがとうございます。 

よろしいでしょうか。まだ議題２つ残っておりますので。それでは、はいどうぞ。 

 

（田中委員） 

いまの立石委員の話と関係するんですけど、規制委員会が事故分析検討会でこの一年間は国会事故

調の未解明問題を集中的に取り上げていて、レポートも出している。それで元委員にコメントを求め

ていて、一度も議論には参加させないでそういう、進行させてしている。これまでの中間報告の案と
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いうものを見ると、もう公表されると思いますけど、もう公表されています。それを見ると、ここで

の議論はまったく反映されていない。情報がアップデートされない。２０１２年７月５日に報告書を

出した時点でそれの根拠について一生懸命に言っているのだけど。それから東京電力さんのほうは、

説明にいったのか提出したのかわかりませんけど、そちらの資料はわりあい、引用したり参照したり

議論したりしてますけど、ここで持ち上がっているような議論というのは一切といっていいと思いま

すけど、それは情報を収集しないと言うこともあって、意図的にここ新潟県で行われることには目を

向けないようにしているのかよくわからないけど、ここでの議論のほうが進んでいるって言うか、進

んでいるといっていいかわからないけれども、ここで取り上げて議論されたということを知って頂く

上でも、最低でも出てもらう必要があるのではないかと思う。完全に無視された状態でまとまってし

まう。それは困る。新潟県の技術委員会としてもクレームを出していただきたい。そういう感想を持

っています。 

 

（鈴木委員） 

一言だけ追加します。今、田中委員がおっしゃたように規制委員会の検討会の中間報告書というも

のが出されて、それは恐らく検討会で採択されれば英文化されてＩＡＥＡに報告されます。そうする

と規制委員会が出した公式の報告書としてＩＡＥＡが受け取って、それがグローバルに配布される。

公式の見解となる可能性がある。それは今の検討会だけの姿勢でいくと非常に不公平で、今、田中委

員がおっしゃたように新潟での議論というのが全然、反映してない。そう言うのはすごくおかしいと

思うんですね。以上です。 

 

（中島座長） 

 今の問題につきまして、私としてはそのような議論がされているということで、この場でどなたか

に来て頂いて説明をうけるのがよろしいかなと思っておりましたけれども、また後で相談させて頂い

て、最後に鈴木委員がおっしゃっていたとおりに我々、田中委員もおっしゃっていたように我々の議

論とちょっと情報交換といいますか、必要なところはしっかりと技術的な議論ができればありがたい

です。といったところをお互いに情報をやりとりできるような形ができれば一番いいですけどね。ど

こまで、なかなか規制委員会として、独立性というところもあって難しいところがあるかもしれませ

んが、もう一度、事務局とも相談して、我々のところでもこういうことをやっていますというよう呼

びかけて見たいと思います。ありがとうございます。 

 

（藤澤委員） 

  今の議論なんですけど、結局国際的なものというのは英文でないとまずいんでしょうかね。こうい

う議事録というのは英文化する必要はないんでしょうかね。 

 

(中島座長) 

  毎回の議事録を英文化というのは事務的な作業としては（大変ではないか）。 

 

（藤澤委員） 

  それをしろということではなくて、結局、議論してただ趣味でやっていると見られるのは困るとい
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う意味です。そうするとやっぱり、ここで議論してこうだということは、どこかの形で情報発信して

いくと、規制委員会とは別に、受ける側がそれを、どちらかを選ぶかということを決めるというのが、

普通じゃないでしょうかね。出るところを一本化させるというのが、おかしいので規制委員会から出

しているんであれば、それはそれで良いと、新潟の方も、ここだけでクローズさせないんであれば、

やっぱり発信させていくと言うことでどうなのでしょうか。 

 

（中島座長） 

  ちょっと難しい宿題になってしまいました。まず、私としては、これは新潟県の技術委員会ですか

ら、ここで議論していることや、その成果はまさに新潟県の皆さんに、しっかりと理解頂いて、新潟

県の具体的には柏崎刈羽の安全向上につなげていくというところが、まさに第一。それをしっかりや

らないといけないというところです。その上で更に、それを広げる一般的な提言が出せるんであれば、

当然ながら広く広報していくと、その中で英文での広報というか、発信というのもあるのかと思って

いますけれども、たぶんここで英文を出しますと言っても、実際に作業される方にお願いすることに

なると、負担がかなり大きいのではないかと思います。できるだけ成果は広く出していくという方向

性は、私も賛同いたします。できるだけそういう努力はしたいと思います。今言えることはそのくら

いまでです。 

 

（藤澤委員） 

 もちろんそれはそうですが。ただ、話がそういう方向にあると思っていまして、そういう改善の方

向も少しあるかもしれないと思った次第です。 

 

（中島座長） 

  課題の方に戻りたいと思います。４番までの所よろしいですかね。それでは、課題５の高線量作業

下での作業について杉本委員から説明をお願い致します。 

 

（杉本委員） 

はい、ご専門の立崎委員が本日ご欠席ということで、私、杉本からご報告させていただきます。高

線量下の作業ですが、議論のポイントを読ませて頂きますと二つございまして、１番目が放射線量の

上昇が発電所内外の事故対応・支援活動にどのように影響を与えたのか、２番目は線量限度の違いに

より事故対応・事故進展にどのような違いが生じるか、前回の技術委員会６月１９日の後に１回ワー

キングを開催させていただいております。下の方に書いてございますようにローマ数字Ⅰの１．です

が、建屋内、敷地内および発電所周辺の放射線量はいつどの程度上昇したのか、１号機の中央制御室

線量が上昇したという情報があるが、それはどの程度か、回答にありますように１号機では約１ｍＳ

ｖ/hで２号機ではその半分で、扉を電源の仮設設備敷設のために開けておいたというのは中央制御室

なのですが、希ガスが流入した可能性があるが成分分析はしていないので核種は何かというのは特定

されていない。２番目ですが、放射線量の上昇により発電所内の事故対応や外部からの支援活動にど

のような影響を与えたのか、特に１号機の水素爆発が起きた以降、Ｊビレッジや小名浜コールセンタ

ーまでは資材が届くもののその先の発電所までは輸送されない状況となった。普通なら１時間半から

２時間程度の陸送に 21時間もかかったということであります。３番目は５月８日の課題別（ディスカ
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ッション）で議論したのですが、作業員の被ばくの件ですが、アラームの設定を１ｍＳｖから８０ｍ

Ｓｖにしたということですが、社内規定では何を緊急時対応というのかと聞くと特に緊急時の定義は

ないということでした。ローマ数字のⅡですが、実は前回殆どの時間をこれに費やしたのであります

けども、①ですが、被ばくの要因となった線源は何であるのか、候補としてはプルームと水素爆発で

散らばった瓦礫と、あるいはセシウムが付着している瓦礫とどちらが主かはともかくとして、前回５

月８日と６月１９日にかなり時間を費やしました。５月８日の評価では、風の向きであるとかあまり

考慮されていなかったもので、風の向き、風向とかあるいは風速とかも考慮して、いろいろかなり詳

細に評価しました。正門付近のモニタリングデータと作業者のＡＰＤ線量計の線量とあるいは風向、

一部風速等も考慮しながら作業時間を見て、高線量となるのは何かを評価するとだいたいプルームが

主なのか瓦礫が主なのかというのが評価できます。結論的にはそこに書いてありますけども、主とし

て瓦礫からのものが主でプルームからのものは少ない可能性が高いというのが今のところの結論でご

ざいます。ここに書いていませんが、先ほど立崎委員から７月 30 日に原子力規制委員会で、緊急作業

時の被ばく限度 100 ミリシーベルト、それから急遽 250 ミリシーベルトに変えたということは議論に

なって、これ今後検討してみようということになったのですが、ただ私どもの課題を振り返って、25

年度に結構議論しまして、ここへの事前の通告というのは重要ではないかということで、特に東電さ

んから 250 ミリシーベルトに上げたことで作業が非常にやりやすくなってはかどったという、そうい

う現場の声がありましたので、今、田中委員の話にありますけれども、こういう情報をやはり規制委

員会に提供したりして、場合によっては検討結果を国の検討に入れて役立てて行くのが良いのではな

いかという話しになるのですけれども、これは後ほど中島座長の方からご提案があるかもしれません

が、それを最後にしたいと思います。以上でございます。 

 

（中島座長） 

 ありがとうございます。今の最後の立崎委員の方はＱＡ終わった後のタイミングで、私の方から

説明させていただきますけども、まずはこのご報告に関しての質問等ございますか。それでは先ほ

どの杉本委員から話しがありました今日ご欠席ということで立崎委員から事務局の方へ連絡が入っ

ておりまして、今、お話がありましたけれども、原子力規制委員会がこの７月 30 日で緊急時作業の

線量の制限についての検討を開始するというようなことでありました。それについては、今、お話

がありましたようにこの課題５の中でディスカッションを詰めてやってきたということなので、で

きればそこの規制委員会の議論に何らかの固まってしまう前に我々で課題５でもディスカッション

の内容を取りまとめていって、何らかの形の提言ということで、そこに情報をフィードしていきた

いというようなご提案がありました。具体的には、できればこれまた作業のスケジュールによるか

もしれませんけども、次回の技術委員会で取りまとめ、課題の整理についての取りまとめをご報告

いただいて、技術委員会として了承できれば、これを規制委員会に提言していきたいと、そういう

進め方をしていきたいと、ちょっと課題と先行してはおりますけども、多分最終的にはいろんな課

題についてそういう形での提言というのを取りまとめていくのが重要と思いますので、それの先行

例としてこれをやっていきたいということでございます。ここで決めるというよりは、むしろ課題

５のコアメンバーの中でまずはたたき台を作って頂いて次回それをご紹介いただくと、で、そこで

次回の間に合えばということですけれども、そこで議論をするという方法で進めたいと思いますけ

れども、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは、多分立崎委員にも連絡い
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くと思いますけれども。杉本委員よろしくお願いいたします。それでは最後の課題シビアアクシデ

ント対策、鈴木委員お願いします。 

 

（鈴木委員） 

 課題６のシビアアクシデント対策の議論は、６月１３日と８月８日の２回、行っております。この

資料の８ページ目から３ページ。まず、順々にいきますと格納容器ベント作業の問題点は、どこにあ

るのかという中で、作業手順などソフト的な問題点があったのかというところで、そのパッシブセー

フティを、どう考えるのか、どのように評価していますかという論点がありました。東電さんはパッ

シブセーフティというよりも、むしろ事故時のはじめから積極的に人間が関与することにより、安全

機能を確保するような能動的な対応を採用していますというお答えでした。 

 ですから、事故の初期に全然、人間が関与しなくて、どこまで何時間くらい、大丈夫なのかという評

価はされていないということでした。 

 次に消防車による代替注水は有効であったのか、これは既に議論されておりまして、注水はしたも

ののバイパス系から少しというか、かなりの水が漏れて、流れていって炉心に注入した量は、ノミナ

ルな量よりもだいぶ少なかったという結論が得られています。その中で、まず、漏えいがあったのか

という項目について、３号機の原子炉圧力計の急上昇はどうなのかという論点に対して、これは誤表

示であったという東電側のご説明です。これは様々なプラントデータというのが、どれか一つだけ独

立で動くことはあり得ず、一つのパラメータの変動は多くの変動を引き起こすという、そのような検

討を経た上で、計器の誤表示との結論に至っているというご説明でした。また、更にその計器からパ

ネルに引っ張ってくるケーブル、信号ケーブルの混線もあったでしょうというご説明でした。 

 それから、これと関連するんですが、３月２１日に３号機から多量のＦＰが放出され関東地方を汚

染した、これはどう考えますかということに対して、どれもこの時期は３号機とともにＦＰ放出の要

因となる格納容器の圧力低下が見られない。従って、これはどういうふうになったのか、放出はどこ

であったのかということについて、幅広い可能性を検討していくというお答えでした。 

  もし、３号機の原子炉圧力の急昇が誤表示でないならば、３号機から大量のＦＰが放出されたシナ

リオも成り立つ分けですが、誤表示だと考えれば３号機に限らずどの号機から、どういうふうにして

放出されたのかというのもきちんと分析する必要があると考えております。 

 それから事故データについての確認が必要ではないかということは、今年度、議論しておりません。 

 それから、４番目、原子炉や水素爆発の状態とはどうだったのか、格納容器の状況について確認が

必要ではないかということで、そのくくりの中で２号機が何故、水素爆発しなかったのかということ

につきましては、２号機の水素発生は約４００キログラムと少なめに想定しており、ブローアウトパ

ネルから蒸気が立ち上っているので、ここの経路から水素が大気中に放出されたものであるという回

答でした。但し、この２号機の５階フロアーには水蒸気が対流して凝結したような跡がいっぱいあり

ますし、高温のガスが充満したような形跡もあります。従いまして、単純にブローアウトパネルから

水素が逃げていったというよりも５階の空間でどのようなガスが、どういうふうに分布したのかとい

うことをきちんと考える必要があるということが背景にあります。 

それから福島第１原発４号機が水素爆発した原因は何か、というこのくくりでございまして、ここ

では新たに東京電力さんが３号機の炉心損傷の進行が従来の評価より早かったという判断をされてい

ます。でそうなりますとそれだけコア・コンクリート反応つまり、溶融デブリが圧力容器を突き抜け
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て格納容器の外に、下に行きまして、このコンクリートと反応したのではないかということは考えら

れますが、東電さんの現状ではその評価を進めているということです。それで、コア・コンクリート

反応による一酸化炭素や水素も水素爆発に寄与している可能性が考えられるということであります。

またこれは検討中ということです。 

それからさらに炉心損傷に大きな役割を果たしているのはジルコニウム・水反応による反応熱であ

り、従ってその反応がどこで集中して起きるかということが炉心損傷のトリガーを決める非常に大き

なファクターであるというふうに理解してよろしいかという質問に対して、確かにその通りです。炉

心の燃料棒が燃料によって水が無くなったときに一気に水を注入して浸してしまえば良かったが十分

な水を一気に入れることが出来ないのでそこで３号機はジルコニウム・水反応を起こしてしまってそ

れで炉心損傷が加速されたという判断を示されました。このことについては従来よりも炉心の燃料棒

が空だきになった状態でどういうタイミングで水を注入すれば助かるのかということの解析などはさ

れているわけですが、ここで改めて東電さんからこうしたその空だき炉心への水を注入するタイミン

グの重要性というものについて確認が得られたと言うことであります。 

それから溶融炉心が格納容器の下に溜まっている水の中に落ちたと考えて良いのか、溶融物は横に

広がるよりも下に行く傾向があるのかという質問に対しては、溶融の方向、溶融物の方向は解析コー

ドのモデルによって異なります。それからシェルアタック、格納容器のシェル、鋼鉄製のシェルを損

傷するようなことは起きなかったという風に分析しているということでした。 

それから最後のページに行きます。海外のシビアアクシデント対策はどうなっているか。水素爆発

を予測することは出来なかったのかということですが、確かにいろいろ論じた論文はあるものの議論

の形跡が無い、議論が少なくて東電さんでも議論されていなかった。ではコアキャッチャーは設置さ

れているのかという質問に対しまして、これはこれからの新型炉ではコアキャッチャーが設置されて

いるわけですけど、既存の物については設置するのは難しい、で冷却の方針としては格納容器の下部

に先行水張りを実施し、その後注水により冷却を実施するという方針です、というご説明です。ただ

し、そのコンクリートの浸食防止のために耐熱材を敷き詰めるということを検討されているという回

答でした。 

次ぎに新規制基準で住民の被ばくを防ぐことは出来るのか、検証により明らかになった課題につい

て確認が必要ではないか、これは当然ですが確かに検証の進捗に伴い進めていくという回答でした。 

それからシビアアクシデント時のプラントの状態を検知する計装系が不十分ではなかったのか、計

装系の不備について確認が必要ではないかというくくりの中で１号機の水位計が参照水柱が低下した

原因は何かという質問に対して、これは水が減少するメカニズムというのは減圧沸騰で説明すること

に拘らず、他の原因を含めて現在検討中だそうです。確かにこれは MAAP の解析による炉圧の低下と減

圧沸騰というのはどうしても矛盾してしまう。蒸発で考えるということで東電さんとしては現在解析

されている。12 月に発表されるということでした。だいたい以上です。 

 

（中島座長） 

  ありがとうございます。いかがでしょうか。また、ですから、解析も含めて東電さんのほうでも分

析をしていただいて・・・。 

 

（鈴木委員） 
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 １つ追加しますと、３号機の炉心損傷について、早くなったというところを、もちろんまだ東電さ

んは完全な結論をだしている状態ではないと思いますが、課題検討のディスカッションでは、この３

号機の炉心損傷の進行というものの背景や原因なり、あるいはそれによってコア・コンクリート反応

がどこまで大きくなったのか、それによって発生したガスと４号機で浮遊したガスの関係等々につい

て、更に詰めた議論をしようというふうに考えています。 

 

（中島座長） 

 ありがとうございます。田中委員ですね。 

 

（田中委員） 

 田中ですが、２点、東京電力さんがここにいらっしゃって、伺いたいけれども、このシビアアクシ

デント対策の問題について参加というか出席していないんで、ちょっと唐突感があるので、ここでお

返事をいただくことはできないかもしれないけれども、ちょっと意見を述べさせていただくと、最後

の水位計の問題ですが、１号機の、これはまだ確定していないものという印象を受けますけども、今

までのＭＡＡＰ解析というのは、これでいいんだという、そういうことでやられているということで。

原子炉の事故進展解析に非常に重要なのは、原子炉の圧力、それから水位ということが大きな鍵を握

っているんですけど、ＭＡＡＰの解析をしていく時に、そのよりどころとなる水位がまだ明確ではな

いということになってくると、１号機の解析っていったいどうだったのかという問題を考えざるを得

ない。私は１号の話をずっとしている訳だから、それで、それからもう一つ、圧力（のデータ）とい

うのはたった２点しかないんですね、水素爆発までに。３月１１日の夜の８時６・７分頃の圧力、こ

れは７メガパスカルよりちょっと切る圧力、それから１時半だったか２時半だったか忘れましたけど、

それから６時間位した後の、５～６時間した後の圧力が０．８メガパスカルに落ちている圧力。これ

しか無いんです。水位もおかしいとなると、ＭＡＡＰの信頼性っていったら、１号のＭＡＡＰの信頼

性、１号機の解析というのがどこまで信頼できる話なのかということが気になってきたということが

一つです。それからもう一つは、先ほどシェルアタックとおっしゃって、多分格納容器のシェルは薄

いので、水平方向に溶融炉心だとかＴＡＦを下回った時のことをおっしゃっているんだろうと思いま

すが、この問題すごく気になっていて、１号機の場合だと、おそらく水平方向に出てくるポイントと

しては、多分、上昇管あの再循環系の配管が上昇管っていうものなんですけど、これが生体遮蔽と関

係して、それが一番水平に出てくる可能性が高い部分だと思いますけど、ＭＡＡＰの解析の中でどう

しても気になってしょうがないのは、デブリが溶融炉心が溶けたものの粘性がどの位なのかというこ

と。水のようにサラサラしている話も国会事故調の中でも聞いたことがある。それよりももっとドロ

ドロしている状態だったとしても、その伝熱状態を考えると、横方向へ、あそこの何ですかバレルが

ありますけど、あれが溶けてしまうんじゃないかというふうに思うんですね。そうすると縦方向に落

ちるのではなくて、実際は横方向へ流れていっちゃった、ＳＲの１、５００℃程度ですから、だから

そういうことをちょっと考えているんですけど、そういう議論ももう少しなさっって頂きたいと。そ

れから主フランジの問題って、私この間、回答しているんだけど、課題１の中で質問を受けたんで、

それと合わせてこちらからの質問を出しているんだけど、２号・３号と非常に長い間高温にさらされ

ています。そんなにさらされていると、原子炉格納容器ではなく原子炉圧力容器のトップフランジの

ボルトがどのくらい伸びたかということが非常に気になる。これがもし伸びてしまって、ローテーシ
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ョンがかかって、フランジのＯリングのギャップを上回ってというか潰している部分、スプリングバ

ックして戻りますけども、それを上回るくらいローテーションがかかると、一気にワーと出てしまっ

て、これは他の気層漏洩とかと違って桁が違うと思いますけど、そういう検討を是非して頂きたいと

思います。これは今後、柏崎もＢＷＲの古いタイプのものも新しいタイプのものもあるけれども、シ

ビアアクシデント時に主フランジのボルトがどのくらいクリープ変形で伸びて、ボルトの締め付け力

が無くなり、それでそこから大量の気相漏洩が起こるということが無いのか有るのか、これは安全性

の今後の問題も含めて、是非検討して頂かないといけないと思いますが、これを全くしていない。感

覚的にボルトが持ち堪えたという前提で、ＲＰＶは他の所から気相漏洩しているんだというふうに言

っているけど、そうでないかもしれない。無かったらないでいいんですけれども、どのくらいのクリ

ープ特性を考えると、そこのところがＯリングから漏れることはないんだということを保証しておく

必要がある。これは柏崎の問題としてキチンと東京電力は数値的な検討する必要があると私は思って

います。以上です。 

 

（中島座長） 

はい、ありがとうございます。ただ今、今後に向けてのご質問といいますか、検討が必要な事項の

わけでございます。その他、ご意見、ご質問ございますでしょうか。はい、お願いします。 

 

（立石委員） 

私も課題別のディスカッションに出ていないんですけれども、いくつかは検討中というか解析中と

いうかね、課題だということで、年末あるいは場合によれば来年、来年というのはそういわないまで

もかなり長期にわたった検討をするという優先課題云々という方向からみても、個別の課題別のディ

スカッションの場だけではなくて、やはり例えばですねぇ、この８月の６日にですねえ、未解明の課

題に関する検討の結果をですねぇ、東京電力としてはですねぇ、プレス発表してるわけですよねぇ。

その内容は、いくつか私は、特に福島の事故の検証という視点でみた時には、重要なポイントが入っ

ていると思うんですよ。課題別のところでね、報告する。それらを活かした形で報告されてるとは思

うんですけども、やはりこの技術委員会全体としても、それを特に検証のポイントとして重要なとこ

ろはですねぇ、ここでまとめて報告してもらうことが必要じゃないかと、８月、今度は１２月になる

のか、あるいは年明けになるのかわかりませんけども、そういう、この間、最初の報告を出されて以

降、かなり様々な形で検証、独自にですね、東電としては進めて来られてるわけですから、それらの

新しい内容をやはり私は少し整理した形で出していただきたいと思うんですね、特にこの、今のシビ

アアクシデントで言えば、２番であるとか、そういう４の２とか、こういうところに関わってですね、

重要な点が８月の６日にプレス発表されていることを考えれば、私はそういう場をこういう技術委員

会なんかでも持つ必要があるんじゃないかなというふうに思っております。ご検討をいただきたいと

いうふうに思います。 

 

（中島座長） 

ありがとうございます。また、事務局と相談させて頂きますけれども、確かにご指摘のように、新

しい進捗があれば、ここで全体で情報共有するようなことは重要なことだと思います。どうもありが

とうございます。その他、よろしいでしょうか。予定より少し時間が押しておりますけども、以上６
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つの課題についてご報告いただきまして、未だ一部取りまとめるところもありますし、未だ事実関係

のところをこれからやる話、あるいは新たな評価、分析等を今やっているところ、それぞれ足並みは

それぞれではありますけれども、各コアメンバーの皆様、大変だと思いますが、やはり最終的には結

果をですねぇ、柏崎刈羽の安全性の検討、向上つなげていく形での取りまとめを行うということで、

進めていく方向でお願いしたいと思います。それではですね、ここで１０分間休憩をとり、その後、

議論に移りたいと思います。１５時１０分開始ということでお願いいたします。 

 

      ～～ １０分間休憩 ～～ 

 

（中島座長） 

  それでは、三番目の報告事項ということで、１番目と致しましてフィルターベント設備の検討の進

め方ということで、事故想定の扱いについて事務局から説明をお願い致します。 

 

（事務局：市川原子力安全広報監） 

  フィルターベント設備検討のための事故想定といたしましては、前回５月２２日の委員会におきま

して、事務局から６時間ケースというものを提案させて頂きまして、これまでの２５時間、１８時間

に加えて、６時間ケースということで検討いただくということでご了解を頂いていたところでござい

ます。加えましてそれまでの議論の中でフィルターベントを通さずに格納容器が加温破損をして、フ

ィルターベントを通さずに放射性物質が外部に漏れるケース、これについてもいずれかのタイミング

で拡散シミュレーションをやるべきではないかという委員からのご意見をただいていたところでござ

います。そういったことを踏まえまして６月６日でございますが、お手元の資料Ｎｏ．２－１という

ことで、６月６日に知事から中島座長に対しまして加温破損のケースについても拡散シミュレーショ

ンをやって下さいというお願いをいたしました。従いまして、今後実施する拡散シミュレーションに

つきましては、委員会の方でご了解頂いていた３つのシナリオの２５時間、１８時間、６時間、これ

に加えまして、参考という位置づけで、８時間後に加温破損してフィルターを通らずに放射性物質が

放出されるケースについても、拡散シミュレーションを実施するということで進めて参りたいと考え

ております。以上でございます。 

 

（中島座長） 

はい、ありがとうございます。ということで、ケースとしては４つありまして、６時間、８時間に

つきましてもいろいろな議論がありまして、技術的には中々起こりえないという話もありましたが、

危機管理上といいますか防災上も極限ケースとしてのデータというものを把握しておく必要があると

いうことで、そちらについても実施するということになってございます。よろしければ、それについ

てのソースタームといいますか、放出量評価について東京電力からのご報告をお願い致します。それ

では事故想定における各ケースにおける放出量評価について、東京電力さんからご報告お願い致しま

す。 

 

（東京電力：川村原子力設備管理部長） 

 はい、東京電力川村でございます。よろしくお願いいたします。資料２－２でございますけど、
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ちょっと説明に入る前に昨日の規制委員会でフィルタベントについての議論の審査会の第１回が行

われまして、今朝の新潟日報にも記事が出ているものであります。簡単に一言だけ経緯についてご

報告したいと思います。記事の中ではいろんなことになりましたと。あとは管理官のほうからは東

電の主張では足りないというコメントが載っているということでございます。昨日の議論の中では

フィルタベントに対して 航空機衝突すなわちテロが起きた場合にどのようになるのか、というこ

とについて議論をされております。弊社としては設計基準で考えてる冷却設備等々、あるいは原子

炉建屋も含めてですけど、重要な設備は位置的分散して、それぞれ機能を喪失しないということで、

いわゆる深層防護で言うと第３層、第４層なりの独立性、ＩＡＥＡでいうところのインベントリー

深層防護という原則に従って設計をしていて、安全機能は十分に保つことができるとそういうご説

明をしましたけれども、これについては継続して議論をしていくということで、更田規制委員のほ

うで仕切られまして、継続審議という形です。したがいまして、昨日の段階で結論が出ているもの

ではございませんで、それに対しては補足資料のほうを引き続き真摯に対応していきたいと考えて

いるところでございます。 
本題に戻ります。資料の２－２で今しがた県のほうからもご説明ございましたけども、それらの

ケースについて実際に今回の８月の技術委員会に先立つ、放射性物質の放出メカニズム、メカニズ

ム評価方向についてご説明したいと思います。１ページは事務局が今お話した内容です。具体的な

中身は２ページ目からになります。いくつかのケースで検討しておりますが、最初がＬＯＣＡ２５

時間後ベントというケース、ちょっとこれは前回の技術委員会からだいぶ時間が経っておりますの

で、そもそもどういうケースだったのかということについて、後ろのほう１６ページを開いていた

だいて、ここに前回ご説明したケースが載っています。このケースでは大ＬＯＣＡが起こります。

それからＥＣＣＳの機能を失います。さらに全電源交流電源が喪失します。そのような状態で大Ｌ

ＯＣＡが発生して、①ですね、そのあと電源がない、注水にも失敗をする、低圧注水にも失敗する

という状態で冷却材が流出する、無注水になりますスクラム後０．４時間経っている段階ですでに

炉心損傷は開始するというものです。そのあと１７ページにいきまして、シビアアクシデント対策

にいきましたが、ガスタービンを使いまして２時間後に電源を復旧初めまして、代替注水を図る。

炉心は損傷しますが、圧力容器の中にありまして再冠水をするということです。そのあとの注水と

格納容器のスプレイを継続してきますけど、やがてその格納容器の圧力が限界圧力に達してベント

に至る。こういったシナリオでございました。すいません、２ページに戻ります。このシナリオで

実際に主要な核種がどうやって放出されるのかということでございますが、まず２ページ目は希ガ

スであります。これはＬＯＣＡが起こりまして、炉心が損傷して、  格納容器まで放出されます。

サプレッションプールで除去しますが、ここでも除去はされません。フィルタ装置も除去されない

ということで、環境中に全量を放出されるというメカニズムになります。ただし、放出までには時

間がございますので、時間減衰を考慮に入れたいと思います。一方で、損傷炉心から出てきた希ガ

スに加えまして、出てきたよう素が壊変することによって発生するキセノンというのも考慮する必

要があります。この部分も追加で足して、ベント時に格納容器の中に溜まっていたものがすべて出

て行くということをうたっている。次に３ページです。こちらはセシウムでございます。セシウム

を炉心損傷に伴いまして、原子炉圧力容器から格納容器内に放出されます。格納容器の中では粒子

状でセシウムがかなり出てきますけど、重力進行等によって沈着をする、あるいはスプレイ放水に

接触するということで水のほうに行っている。またサプレッションプールを通っていきますので、
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そこでさらに除去される。フィルタ装置での除去もあります。これらを経過して出て行くというこ

とになりますので、そもそも格納容器の中に放出された①の状況であると放出量はその低減効果の

分だけ減っているということになります。次に４ページ、よう素であります。よう素につきまして

は①、炉心損傷に伴って圧力容器から格納容器内に粒子状よう素と無機よう素が放出されます。①

のように科学形態がありますが、粒子状といっているのはヨウ化セシウム、無機といったのはこの

場合は代表的にはＩ２、これらが出てきます。この段階では有機よう素がまだ発生しておりません。

有機よう素は後程、炉内のコート材にある無機物と反応して、生成されるという。これらは粒子状

のよう素、無機よう素は一旦全部格納容器の中で全部除去をされます。これはスプレイによる除去

あるいは沈着が働くというものです。ここで格納容器の中に放出されましたこれらの容器について

は、空間部から急速に除去されています。さらに格納容器の中では水をアルカリ性に整理するとい

うことを我々は対策として考えています。こうすることによりまして、水のＩ２を、要はＩ－に変え

まして、水中の中で安定的に溶解しているということを考えています。次のページに行きまして、

その場合に、右側のほうに但し書きが付いていますが、ＮＵＲＥＧの１４６５を、あるいは参照元

のＮＵＲＥＧ/ＣＲ－５７３２によれば、ｐＨを７以上にした場合にＢＷＲではほとんど無機・有機

よう素の発生はゼロである、実質的にゼロとなる、と記載がありますけど、これですと発生する可

能性もありますので、ある程度の発生は仮定しようということで少し考えてあります。格納容器の

中に除去されずに残って浮遊する無機よう素Ｉ２のうち３％、最低３％は有機よう素に変換させると

いう考え方をとっています。これはＮＵＲＥＧ－１４６５の考え方を採用したものであります。そ

うやって発生してる有機よう素ですが、これについては気体でありますので、格納容器内までフィ

ルタ装置で除去されずにそのまま環境中に出ていくということになります。したがいまして、放出

されるよう素ですけど、粒子状あるいは無機Ｉ２のよう素については原子力メカニズムが管内に働い

て、減衰することになりますけど、有機よう素については③のような形で出て行ったものがそのま

ま出て行くということになります。以上がそれぞれのメカニズムになりますけど、よう素の挙動に

ついてもうちょっと整理をすると６ページのところです。いちばん左側が格納容器内の放出直後と

いうことで、粒子状のよう素、Ｉ２としての無機のよう素があります。これが格納容器の中で急速に

除去されると。除去後実質的に無機よう素はかなり減ってるだろうと思うのですが、ここは過去の

知見などもＮＵＲＥＧの知見を活用しまして、粒子状の５％に相当するものを無機として、残って

浮遊しているものと想定します。これがこのうちの３％がさらに有機よう素に変換されるというこ

とを考えて。サプレッションプールを通過していきます。粒子状よう素、無機よう素については一

定程度減りますけど有機よう素はそのまま。さらにフィルタ装置を通しますと、無機よう素が減っ

て、こういった流れになります。このメカニズムについて実際に解析で追っかけるわけですが、７

ページ、実際にＭＡＡＰの解析で追っかけて、最終的にアウトプットで出てきたのは、④－１にあ

る粒子状のよう素、すなわち格納容器から出てくる粒子状よう素、これのみがアウトプットをされ

るようなものになっております。ですから先ほどのメカニズムに当てはめて、ここから逆算をして

それぞれの状態をよくトレースしていって、計算をしていく。ここにあるように粒子状のよう素を

Ｑ１とした場合に、DF の分だけ割り戻していただいて、そこから有機よう素ができるという計算で

粒子評価というふうになります。こういった比較で計算しております。ちなみにほかの評価で粒子

評価やっていないかということを調べて見ましたら、８ページに原子力規制委員会が平成２６年５

月２８日にレポートを出しております。仮に規制基準、ギリギリの１００Ｔ㏃、これは我々の評価
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結果からしたら随分大きい数字ですが、１００Ｔ㏃に相当するセシウム１３７が放出されるという

ケース。これは特に事故シナリオで左右されませんので、Ｔ㏃ありきです。ここで評価をされてい

ますので、これを見ていきますと、環境中に放出されるセシウム１３７の割合が炉内内蔵量比で３

×１０－４、環境中に放出されるよう素割合につきましても、これについては格納容器内の放出割合、

格納容器内の除去割合についてはセシウムと同等と想定をされていまして、３×１０－４の放出とな

ります。このうちの５％が有機よう素、無機よう素が９５％というような評価になっております。

実際に規制委員会のほうで評価した結果、当社の評価結果と比較したものが９ページにあります。

評価に当たりましては、我々は実際事故シーケンスを追っかけて柏崎の安全対策でフィルタ通して

の、格納容器の中での実質挙動を算出して、数値自体、総量としての放出量、例えばセシウム１３

７、当社の評価では２．５Ｔ㏃、実際の実質設備に沿った概則で、規制委員会のほうはシナリオレ

スで規制値の目一杯のところまで踏み込んでこの数値を確定するということをやっている。ここが

有値としては違いますけど、実際にこの手法を使って評価した結果として、セシウム１３７とよう

素の、それぞれの放出割合を比較してみると、規制委員会の３かけというのが図論上で扱っている、

当社の評価でも違う考え方をもってるところも見られますけど、結果として青と同程度の数字にな

ると想定されるという点では規制委員会で考えられてる手法とほぼ同等のものという風に考えてい

る。ちょっと表の記載上我々のほうで整理した表ですので、規制委員会のと若干違うかもしれませ

んが、表の中で粒子状よう素のところ、ヨウ化セシウムのところ規制委員会ゼロになっていますけ

ど、ここは実際には無機という格好で、一律グルーピングされて書かれていますので、ゼロという

よりは無機の総合して左側にあるように２．８５に含まれると。ちょっとゼロと書いたのは、そう

いう点では必ずしも一致しない。これは規制委員会での考え。１０ページはＬＯＣＡ後２４時間後

ベントケースのよう素評価法をまとめた、先ほどのメカニズムに沿って計算をした、それをこうい

うふうに表している。ここにもありますように、格納容器内の除去後、有機よう素の生成、それか

らフィルタ装置への流入。１１ページは別なシナリオになります。ＬＯＣＡ無し１８時間後ベント

するもの。これも過酷でございますが、事故進展を考えながらやっていくと、２１ページ、もうち

ょっと厳しいケースに踏み込んで、TQUV と言ってこのケースがもっとも。給水喪失の発生からス

タートをしまして、そのあと高圧注水に失敗をします。もちろん高圧注水は非常にたくさんあるわ

けですが、すべて失敗となっています。減圧は成功するのですが、低圧注水に失敗をするというこ

とで、無注水が続きます。その状態で１時間後に炉心が損傷するということになります。代替注水

も失敗しているような状態になります。ここまで非常に過酷な状況を想定しています。２２ページ

に行きまして、その状態で炉心の注水が失敗をして炉心が溶融していく。一方で消防車によって下

部ドライウェルで注水をしてということが４時間後から始まっていきます。２３ページに行きます

と、そのあと８時間後にはＲＰＶが破損をして下部ドライウェルに溶融炉心が全量落下する。消防

車での注水のほうはドライウェルスプレイを開始する。ということで溶融しながらも最終的には限

界圧力に到達して１８時間後にはベントに至るというケースであります。このケースについて放出

量の時刻がこのようになったのですが、前に戻っていただきまして１１ページになります。このケ

ースはＳＲ弁が開いておりますので、損傷炉心から出てきたものがＳＲ弁の配管を通じてサプレッ

ションチェンバーのほうに移行している。格納容器内の除去が行なわれまして、その粒子状がここ

で MAAP で解析されていますけど、そのうちの５％に相当するものが粒子として混在しているとい

うふうにここではなっています。③番にいきまして３％が有機よう素にかわっているということに
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なります。それがフィルタ装置を経由して出てくると、よう素については先ほどと同様にフィルタ

装置では取れないということになります。先程はサプレッションプールでの DF 値としてドライウ

ェルの中のものを活用して、そこで反応が進むと。こちらはサプレッションプールに移行したあと

もそうなります。その２点だけが。で、MAAP で計算をしています。次に１２ページですが、その

他のケースということで６時間後のベントのケースで、こちらは実際にどのようなシナリオになる

のかというのは６時間後のベントは実際には想定しがたいケースですので、シナリオレスで考えて

います。すなわち放出量については２５時間後または１８時間後にベントケースの放出量、具体的

に厳しいと思ってまして、放出開始のタイミングなどの時間をせまりますので、その分の時間減衰

を割り戻す格好で６時間後の場合も環境への放出量を計算している。こういったやり方で行ってい

ます。次に１３ページ、８時間後のケースです。こちらはフィルタの効果を期待しない、すべて期

待してないケース。福島の第一の２号機、こちらがベントもうまくいってなくて、という状況がご

ざいますので、放出実績をベースにして放出開始のタイミングの違いは時間減衰の分だけ割り戻し

て評価をしましょうということになります。第一の２号機の放出タイミングの時間差が７１時間分

は減衰分も割戻し、さらに出力差についても補正をする。ということで、割り戻しをして計算をし

ている、こういったもの。１４ページ、各ケースの放出量のまとめです。希ガスについては２５時

間後のベントのケース、一部溶融炉心算出ベースにして、炉心の中にとどまっている希ガスはほぼ

全量出てきます。その他のケースです。セシウムのついては２５時間、１８時間については格納容

器内、フィルタ装置の除去効果を今日の値を解析によって試しています。６時間についてはそのケ

ースを基にして、時間補正をしてより近しい数値を出しています。８時間のケースについては福島

のケースから出量補正、時間補正をして算出したと。よう素については無機・有機よう素も発生を

加算をしているということでございます。それから放出高さですけど、ベントを使うケースについ

てはベントの排気口高さ、原子炉建屋上部に相当します。それから８時間のケース、これは原子炉

建屋のブローアウトパネルが開くという設定で、ここから排気口ではないですけど、その高さから

設定する。放出の継続時間ですけど、格納容器内に蓄積されたものが放出開始から１時間ですべて

その中にあったものについてはその段階で全量放出されるということを考えています。以上が放出

量のまとめであります。これに基づいて今日の技術委員会で問題がなければ数字を出していきたい

と思っていますけど、一方で、今回のケースで例えばＬＯＣＡ後２５時間でベントするというケー

スについては、この事故シナリオ、事故シーケンスですね、これで本当に正しいのか、我々自身と

してはこれは十分自信を持ってますので、いいと思っているのですが、どういう事故の経緯を経て、

どういう格納容器コードをして、最終的にＥＰＴに相当する圧力でベントをする、ＥＰＴ自体がそ

れで正しいのかどうか、そこも含めて技術上のところしっかりと議論をするというのがこのあとの 

拡散シミュレーションに影響を考慮するような議論の前提条件として技術的なバックグラウンドを

しっかりさせるということが重要だと思っています。これについてもできれば技術委員会のほうも

う少しご審議の場を設けて、あるいは国のほうでもこれはやはり審議をされるべきだと思っており

ます。今国のほうの議論についてはやる場合には技術委員会と並行になってしまいますので、場合

によっては国の状況にフィードバックする状況になってしまうかもしれませんが、できればこうい

ったことを並行でそれぞれの専門家の意見をいただきながら、とにかく格納容器コードですとか、

国のソースタームなんかいろいろ論文研究ございますので、そういうところもレビューいただくと

いうことも重要ではないかと思っております。そのへんについても心がけております。私からは以
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上です。 
 

（中島座長） 

 ありがとうございました。 

 今、４つのケースのシナリオの概要とそれに基づく放出量の説明がございましたけど、まず、これ

に対してご質問等ございましたらどうぞ。 

 

（杉本委員） 

 京大の杉本です。 

 報告事項ということですので、黙って聞いていればよろしかったのかもしれませんが、ちょっと、

気になる点が２点あるので、もし可能であるなら教えて頂きたいのですが。 

 １点目は、９ページのところの最後の部分、ヨウ素とセシウムの割合が同等だ、オーダーが１０－６

なので、規制委員会が１０－４なので、そういう意味で同等だというご説明だと思うのですが、規制委

員会はこうやってえいやっとあたえる、１００ＴＢｑという福島の１％ということで、この東電さん

の計算は、いろいろあってＮＵＲＥＧ－１４６５を使ったりしてますけど、例えば、サプレッション

プールのＤＦであるとか、フィルタベントのＤＦであるとかあるいはＭＡＡＰコードが持っている沈

着のモデルでありますとか、それらすべて効くわけですよね。それはある程度仮定して２０００であ

るとか１００とか、その数値が逆に変われば、最後のこの数値もガラッと変わるはずなんです。たま

たまこの計算だけで同じオーダーが出たからといって、妥当とまでは言わないけど、ちょっと気にな

るのが第１点で、例えば、最後のケースでフィルターベントを通さないケースですと福島とかチェル

ノブイリはまさにそうなんで、そうするとインベントリーはヨウ素の方がセシウムより１０倍ぐらい

多いので、しっかり評価しないとチェルノブイリでも福島でもヨウ素が１０倍とそういうふうに自動

的になるのかどうかも含めて気になっているのが第１点。 

 もう一つはＮＵＲＥＧ－１４６５という１９９５年なので、そのときまでの知見に基づいてＮＲＣ

が新しいソースタームというのをこれで作ったわけで、そこで有機ヨウ素の割合なんかも３％で、Ｐ

もＢも妥当だろうという話になっているんですが、実はその後、その時点ではＰＷＲのデータは結構

あったのですが、ＢＷＲのデータは実はあまりなくて、フランスのカダラシュ研究所で行われている

PHEBUS/FP 実験というのがその後行われて、最初はＰＷＲだけだったのですが、最後に２００４年に

ＢＷＲとは言わないのですけども、制御棒にＢ4Ｃ、ＢＷＲに使っているのと同じＢ4Ｃを使って、そ

れはどうしてかというと、ヨーロッパでＥＰＲという新しい原子炉で同じＢ4Ｃの制御棒を使うので、

その実験を最後にやったのですが、それの結果が非常に特異で有機ヨウ素の生成割合が格納容器の中

に生成された量、詳細のデータは未公開なのですが、３０％近く増えているということで３％の数字

が３０％で、時間的に変動があるのですが、一番ピークの部分でそれ位あります。それもいろいろな

解釈があってＥＰＲのステンレスの量が、ＧＥ社、日立、東芝さんに比べて３倍ぐらい多いので、Ｅ

ＰＲの方が少ないと、ＧＥ社と日立、東芝の場合ステンレスの量が多いので、そこにくるまって落ち

ちゃうから酸化しないで、その有機ヨウ素が生成されないんだという非常に有力な解釈があることは

あるんですけど、だだ、未だにその研究者の間でもコンセンサスが得られていない、今後まだ研究が

必要だねとなっているので、１９９５年のＮＵＲＥＧ－１４６５をあまり全面に、３％だけで、ちょ

っと気になるというのが、その２点目です。 
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（中島座長） 

 ありがとうございます。 

  東京電力さん、どうでしょうか。 

 

（東京電力：川村原子力設備管理部長） 

 はい、東京電力の川村です。 

 まず、９ページでございますけども、確かに規制庁の方はえいやということもありますけども、我々、

実際ＭＡＡＰで入っている希ガスのエアロゾルの挙動ですとか、沈着モデル、あるいは実際に米国で

行われた試験の結果ですとか、○○○ですとか、その辺の数値は、それなりにいろいろな文献が出て

いますので、いろいろなものを組み合わせてやっております。言ってみれば、いろいろなものをつま

み食いをしてこうやって、我々なりに考えてやっているのですけれども、その組み合わせで出てきた

数字として、実際、結果としてセシウムの放出割合、それからヨウ素の放出割合、大体レベルが、結

果としてたまたま出てきていて、前回でやっていたものも大体えいやとなっているので、そう言った

点では、本当はこれ第三者レビューをその場で受ければ間違いないんでしょうけれども、一応少しは

我々なりにやった結果について、何か他のところで参照すべき事はないかなということで、参考程度

でここに載せさせていただいたということです。一個一個については問題ないものと考えています。

それから、ＦＰの結果についてはいろいろな解析の解釈についても事実でありまして、我々もＮＵＲ

ＥＧ－１４６５の著者にもアクセスをして、いろいろと見解を求めたりして、確かにいろいろとソー

スターム自体が、かなりバラツキ、不確定要素を持っていて、また、研究開発中ということは十分認

識をしてますが、その中で一応米国でも、住民の被ばく評価だとかある一定の評価に使われている、

自治体としての安全評価に使われているものもございますので、まずはこれの考え方を踏襲してみよ

うというふうに考えてございます。 

 

（杉本委員） 

はい、状況はなんとなくわかりました。簡単ではないということは理解しています。 

 

（中島座長） 

今のはアメリカではやっているけれどもＰ（ＰＷＲ）が中心で、これについて杉本委員の個人的な

お考えがあればどうぞ。 

 

（杉本委員） 

ＮＵＲＥＧの数値を大幅に変えろとかということは今でもどこでも出ていなくて、Ｐについてはデ

ータベースがかなりあるけれども、Ｂについては最近の PHEBUS/FP 試験からすると従来の解釈からは

ずれるデータが出ていて、これについてはいろいろ論争があり、また有力な解釈があって、Ｂはステ

ンレスの量が違うので有機ヨウ素の発生量が違うのではないかということで、今のままで行けるかも

知れないとか、まだ１００％の固まった結論とはなっていない。いろいろな意見があるということで

す。 
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（中島座長）  

わかりました。そういう不確定性はあるということですね。その他の委員の方いかがですか？ 

 

（山内委員） 

委員のみなさまはみな同じ意見だとは思いますが、いま報告のありましたようにシナリオ解析とい

うのは専門性の高い分野であり専門家によるピアレビューが重要だと思います。例えば、昔はＪＮＥ

Ｓがやっていた部分だと思いますが、現在は原子力規制委員会に吸収されたということで、独立のＪ

ＮＥＳとしての組織に対してはピアレビューを求めることはできないのかもしれないが、専門家の中

島座長の立場からもぜひ専門家のチェックを受けるようにしていただきたい。 

 

（鈴木委員） 

フィルター装置に流入するヨウ素ということでＭＡＡＰによる評価結果うんぬんという記載があり

ますが、このフィルター装置に流入するときの駆動力というのは格納容器の圧力ですよね。格納容器

の圧力をどのように算出するかということは、いろいろな要素によって変わってくるわけで、配管破

断で炉心がどれくらいの状態となるのかとかいろいろな要素がからんでくるわけで、従いまして何時

間でどれくらいでベントされるかということについてはかなりの不確かさや幅があるような気がする

のですが、どの程度の幅・不確かさがあるのでしょうか。 

 

（東京電力：川村原子力設備管理部長） 

まずベントの条件として仮定しているのは、格納容器自体の耐性としてはいろいろな実験を行って

いますが、２Ｐｄあるいは２００度を下回っている範囲であれば格納容器としてはかなりの信頼度で

閉じこめ機能を失っていないと考えています。後ほど２－３、４の資料でご説明しますが、追加でシ

ール材の試験も行っており２５０度程度まで上がったとしてもシール材の機能を保持できるなど追加

の開発も行っており、格納容器側の条件としては十分な確からしさがあると考えています。事故シー

ケンスが妥当であるかということについては、相当保守的な仮定をおいて事象進展の解析をしていま

すので一定の保守性はあるということと、ざっくりと格納容器の中に放出されるエネルギーによる格

納容器の圧力上昇の傾向というのは、注水ができているのであれば崩壊熱に相当する蒸気が発生して

くるので２０時間前後のベントというのはそれなりに妥当な線ではないかと考えています。 

 

（鈴木委員） 

ここにＬＯＣＡ２５時間後と書いてありますが、これはＬＯＣＡが起こってから２５時間後にベン

トされますということですよね。 

 

（東京電力：川村原子力設備管理部長） 

この解析ではＬＯＣＡが発生して２５時間後に格納容器の圧力が２Ｐｄに到達する。従って、格納

容器の健全性を保証できるレベルに維持するためにベントを余儀なくされるということです。 

 

（鈴木委員） 

そうしますと、２Ｐｄに上がりますということは、当然計算でそういうふうに予想されたと、そう
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しますと今も川村さんおっしゃったように、炉心の中については、かなり保守的な仮定で計算をして

いるということになりますと、２５時間経ったらベントをする状況になるということについて、２５

時間というのはむしろ保守的な計算をしていて短い時間ですよと、保守的でない、例えばリーズナブ

ルな仮定を設ければ、３０時間になったり、３５時間になったりとか、そういうふうに理解してよろ

しいのでしょうか。 

 

（東京電力：川村原子力設備管理部長） 

実際の事故のシナリオとしては、シーケンスとしてどういうものがその時に使えていて、あるいは、

破断の面積とかどのような仮定をするか、事故状態は色々なケースがあり得るとは思います。ただ、

ＬＯＣＡということ、一番大きな配管の炉注配管が破断して注水に失敗して、代替注水を２時間後に

開始して、その状態で崩壊熱毎の蒸気が発生してくるわけですので、それの除熱先がないと、格納容

器体系としては除熱系を持っていないということですので、必要以上に時間がかかるとかではなくて、

それほど大きな変動幅ではなくて、いずれやはり結果的にこのような結果となります。 

 

（鈴木委員） 

分かりました。今のご説明でよくわかりました。つまり、ギロチン破断という、ある意味単純な状

態なので、後は崩壊熱のエネルギーで、その後のシーケンスはほぼ決まってくるということですよね。 

 

（東京電力：川村原子力設備管理部長） 

はい、そのとおりです。 

 

（鈴木委員） 

わかりました。 

 

（中島座長） 

その他というか、先程、山内委員から少しＭＡＡＰ解析の妥当性になろうかと思いますけれども、

議論すべきではないかとの意見がありました。東京電力、川村さんからも最後の方にそういう第三者

的なレビューを受けたいというか、やるべきではないかという話もございましたが、この点について、

他の委員の皆さんのご意見はいかがでしょうか。ここでの報告ということでありましたけれども、や

はりこれで皆さんが納得できない、あるいはもうちょっと検討するべきだということであれば、やは

りちゃんと検討をしたうえで計算、放出量評価を出さないと、せっかくこの後、色々、拡散計算やる

にしても、もう１回やり直しということになってしまいます。 

 

（山内委員） 

１２ページにあります、６時間後のベントですけれども、シナリオレスになっておりますが、これ

はこの委員会で考えたときに、ＬＯＣＡではなくて全電源喪失、交流電源も直流電源もなくなって、

まさしく福島第一で起こったように、いきなり冷却が止まってしまうという状況から考えたものだと

思うのです。したがってこれはシナリオレスではないのではないかと思います。それからもう一つは、

これまでのこのようなシナリオによる重大事故の解析がＬＯＣＡということを中心にして考えてきた
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ような印象を持っているのですが、津波による浸水という電源喪失が最大の問題であったということ

が、そのシナリオ自体が変わってきたのではないかと印象を持っておりまして、そうすると、従来の

シナリオを超えた新しい状況の設定を考える必要があるのではないかと。私、この問題に関しては全

くの素人ですので、是非、委員の中の専門家のご意見を伺いたいと思います。はたしてこれが本当に

シナリオレスなのかということと、福島第一を受けてこのような重大事故のシナリオというものが変

わりつつあるのかということです。 

 

（中島座長） 

私の理解としては、まず１Ｆ、福島を受けてというのは先程追加ということでありました、参考に

ありました８時間での過温破損といいますか、フィルターを通さずに出るというもので、６時間で、

もし何もないと６時間でということになると、実は前回か前々回にお話しありましたけれども、フィ

ルターを通したとしても過温破損に至るために、直接放出というか、フィルターベントは意味がない

というという話だったかと。それに対して、ここの場としては、フィルターベントの検証といいます

か役割で機能を見ようということで、パラメータサーベイの一つとして６時間でフィルターを通した

場合と、もともとのシナリオの２５時間、あるいは県からの要望で追加した１８時間、それの感度を

見ようという、私はそういう理解でありました。ですから、先程の山内委員のお話では、参考として

挙げられている８時間後の評価を見れば、結果が出てくるのではないかということです。 

 

（山内委員） 

どういったシナリオですか。 

 

（中島座長） 

物理的なシナリオで、６時間で上手くフィルター通して抜こうというのがなかなか作れないという

か、ということかと思います。先ほどもちょっとお話しましたが、エネルギーバランスというか、圧

が上がるためにはそれなりに水を入れなくちゃいけなくて、水を入れると時間が後ろにいくというよ

うな話だと思います。 

 

（鈴木委員） 

もう一回、先ほどの質問を繰り返します。１０ページの２５時間のところはですね、さっき川村さ

んが、崩壊熱エネルギーによってその後の進展は決まってくるというご説明をされましたが、やっぱ

りちょっとまだ私引っかかるところがありまして、何かって言うと、配管破断で柏崎の場合はＲＨＲ

の配管が破断するということを想定しているわけですけど、そうなりますとですね、炉心が空焚きに

なりつつあるという時に、ジルコニウム・水反応が起きると思うんですよね。しかも水位がＢＡＦを

切った後も水が原子炉容器にある間は、ずうっと燃料部を水蒸気が通ってＲＨＲの配管の箇所から抜

けていくような気がするんですよ。そうするとですね、普通ジルコニウム・水反応というのはＴＡＦ

からＢＡＦへ水位が変化していく時に急速に起きるわけですが、この水位がＢＡＦを切った後も、ず

っと継続するような気がするんですよね。そうしますと、相当大きなジルコニウム・水反応が起きて、

その反応熱というものを崩壊熱のエネルギーに加えなきゃいけないような気がするんですよ。もしそ

ういうふうになると、そのシーケンスを規定するところのエネルギーというものを評価する時に、ジ
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ルコニウム・水反応の反応量をどれだけ評価するかということが効いてくると思うんです。そうする

と事故シーケンスが、ジルコニウム・水反応をどう評価するかによって、大分変化するんじゃないか

と。従って、その分、２５時間という数値は不確定、不確かさが大きくなるんじゃないかという気が

しますが、この点についてはいかがでしょうか。 

 

（東京電力：川村原子力設備管理部長） 

はい、鈴木委員のご指摘のメカニズムについてはですね、特に重要な部分でありまして、実際に大

ＬＯＣＡでＢＡＦを切ると水・ジルコニウム反応になります。その状態でですね、水素の発生率とか

影響について、この解析では考慮しております。それらについては一応考慮した上での解析となりま

す。 

 

（鈴木委員） 

炉心の燃料部のジルコニウム・水反応がどういうタイミングでどれくらいの事故が起きるかという

ことについては、ＭＡＡＰのモデルというのは不確かさが大きいような気がします。従いまして、そ

の不確かさを反映して結局最終的に２５時間という数字まで不確かさがつながってくるような気がし

ますけれど、そういうことは無いのですか。 

 

（東京電力：川村原子力設備管理部長） 

東京電力の川村でございます。お答えしますけれども、確かにですね、水・ジルコニウム反応に伴

う発熱量とかあるいは水素の発生量、酸化メカニズムですとかそのあたりは確かに不確かさがあるの

は事実だとおもいます。一方でＭＡＡＰのやりかたはむしろ不適なのではというご指摘もあってです

ね、我々、福島第一の３号機の解析でも水位が下がっている中で相当振れが起こるという解析を出し

ているんですけれど、一方では専門家の中ではＭＡＡＰだけではなくてそこでさらに注水が始まって

ほんとに水・ジルコニウム反応が進むんだというご意見もありまして、そこはなかなか不確かさがあ

って、むしろＭＡＡＰでは比較的その部分はしっかり多めに出している気がしますけれども、いずれ

にしろ全体の格納容器の圧力上昇を規定する上ではですね、崩壊熱の計算自体に保守性を持たせてい

ますので、その中でですね、放出時間、圧力上昇の傾向というのは十分に保守性をもっているのでは

ないかと考えています。 

 

(鈴木委員) 

いまのご説明は全然納得できないんですけれど、崩壊熱に保守性を持たせていると言ってもですね、

たかだか崩壊熱を数％大きくするか、まあ１割も大きくしているんですかね、そんな程度ですよね。

ところが、水・ジルコニウム反応が集中して起きれば崩壊熱を凌駕するわけですよね、少なくとも崩

壊熱とコンパラブルなエネルギ－を持つわけですよね。しかも、この前の課題別ディスカッションで

も東電さん言ってらっしゃったけれど、ＭＡＡＰの解析は水・ジルコニウム反応を少なめに出すんで

すよと、こういうふうにおっしゃった。ですから水・ジルコニウム反応をどうやって出すかによって

は、この２５時間というものがもっと短くなる可能性があると思うわけです。例えば２２時間とかね、

そういうかなり微妙なとこにくると思うのです。炉心の水・ジルコニウム反応というのは水蒸気の供

給とか、それからジルコニウムの表面にどれだけ供給されて、そこから水素がどういうふうに出て行
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って、その水素の温度がどれだけ上がるかという、様々な熱流動の複合的な作用ですからね、モデル

が難しいと思うのです。繰り返しますが、事実、ＭＡＡＰでは水・ジルコニウム反応を少なめに出す

というふうにこの前東電の方はおっしゃった訳です。だから私はそこに非常に不確定が大きいところ

があると思います。崩壊熱を保守的に求めただけでは済まされないのであって、従って、最終的に２

５時間という数値にどこまで効いてくるかというのはですね、かなり吟味する必要があると。どれだ

けの保守性を持たせて評価しているかということについてはきちんと吟味して説明して頂く必要があ

ると思います。 

 

（大山課長） 

東京電力の大山です。おっしゃる意味は理解しますけども、他にもＭＡＡＰの中に入っているパラ

メータがたくさんありますよね。たとえば格納容器の体積ですとか、サプレッションプールの気相体

積ですとか、格納容器の中にある除熱に寄与する金属系の総合質量ですとか、ドライウェルスプレー

によってどれくらい除熱できるかとか、全体的なところで少しずつ保守性を持っているというふうに

考えると、トータルで考えると、水・ジルコニウム反応一点の保守性というか不確定性は全体の中で

は入っているのではないかと考えています。 

 

（中島座長） 

すいません、これたぶんずっと議論続くと思いますけども。ＭＡＡＰは十分保守的にやっていると

いうことを主張されたいということはわかるんですけど、そこはやはりある程度定量性をもって、鈴

木委員の指摘しているような水・ジルコニウム反応によってどれくらい発熱があって、それが保守性

に包絡されるものなのかどうかというところはある程度定量的に示してもらわないとたぶん無理で、

そうするとやはり先ほど山内委員からご指摘されたようにもう少しここのところを、どういうメンバ

ーでやるかはあれなんですが、全員で集まってやるっていうのはなかなか難しいと思うのですけども、

できるだけ早急につめて、納得した上で先に行かないと、拙速に２５時間でやりますとしてしまうと

厳しいかなと、他の委員もそういう理解でよろしいでしょうか。 

ちょっとこれまた事務局と相談ですし、東電さんにまたお願いしなければならないんですけども、

まさに技術的な問題でそこを皆さんにご了解してもらえないと、このまま SPEEDI なり拡散の評価をし

ても、元がわからないとだめですので、できるだけあまり時間をかけないようにして、ある程度大事

なところは少なくとも確認したいと思います。そういうことでよろしいですか。そういう形で私の事

前の準備が悪かったのかもしれませんが、これ本来であれば、議題として議論できるようなところに

あげるべきだったかもしれませんけども、今のようなことなので、これまた事務局と相談させていた

だきまして、人数絞った形で議論させていただければと思いますのでよろしくお願いします。それで

はこれで本来であれは次の拡散計算へもって行きたかったのですが、そういうことなので一度ペンデ

ィングさせていただきます。それでは説明資料としては２－３、２－４はどう扱えばよいでしょうか、

パスということで、時間もあまりありませんが、あるいは資料３も含めて大事なところをご報告して

いただければと思いますけど。川村さんにお任せしてよろしいでしょうか。 

 

（東京電力：川村原子力設備管理部長）  
 ３点でございますので、手短に。２－３の資料をご覧ください。フィルタベント設備の確認事項に
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ついて、ベントの性能についてですが５ページを見てください。シビアアクシデント時に圧力容器か

ら出てくるセシウムの化学形態について、ＣｓＯＨが支配的な理由を説明してほしいとあります。こ

ちらについては停止時に炉心には約３０㎏のよう素が存在してまして、セシウムはその約１０倍存在

しております。セシウムはよう素の全量と反応してＣｓＩを形成しますけど、残りのセシウムについ

ては他の化学形態で存在すると考えております。同じ内容の文献を見ますと、炉内にあるとき、格納

容器内のセシウムは、最終的に放出される段階では水と反応というか、水蒸気雰囲気下で多くがＣｓ

ＯＨになると考えられると思っております。参照にはＮＵＲＥＧ/ＣＲ－５７３２、最近新しいものは

ＪＡＥＡ２０１３で、こちらでも同様と。次に６/１０ページですが、模擬粒子を使用する試験に関す

る文献ということでここにございます。最初の疑問点は模擬粒子を使って試験をするための文献があ

りまして、これは我々も実験において参考にして使っております。今回この試験に使っている粒子と

しては酸化鉄ですとか酸化チタンです。いずれもＪＩＳで記載されていた試験粒子の中に含まれてる

粒子ですけど、実際計算の時には単一の物質で構成しないと光散乱は対応していませんので。したが

って、この微粒子に記載されている試験粒子の中では、単一の物質で繰り返していると。ということ

で、あとはＰＳＬ、こちらも光粒子関係の試験では標準粒子として校正にも使われるような精度の高

い粒子です。これも合わせて使っている。９/１０ページ、ＰＣＶフランジのシール材改良品における

耐性の目標値ですけど、こちらについては事故時に使えるものですので、シビアアクシデント時です

からとにかくいろんなものの耐性をしっかり見て、その範囲内で使おうということで、必ずしもメー

カーでの保証値ということではなくて、むしろ我々として信用できる範囲で使える限界を見極めてと

いうことで試験をやっています。ＰＣＶのシール材につてきましては２００℃での耐性ということは

確認をしていますけど、更に検証で上げまして２５０℃でもシール性は確認できています。これは代

替物件も含めて。合せて２５０℃に対してさらに裕度がどれくらいあるのかということを現在評価し

ているというのもあります。最後に全体の資料の中でＰＣＶ漏えい時の作業環境ということで、別の

線量率のグラフのピークがありまして、それについて説明せよというのがありました。補足資料２－

４を見ていただきたいと思います。１ページ目は前回説明しましたけど、ＰＣＶの漏えい率の建屋内

の作業の継続性評価であります。評価条件として大ＬＯＣＡ、ＳＢＯ、漏えいも最大で、その状態で

作業時間として移動時間、弁の操作時間等、このようになっています。全体で発生する希ガスなんで

すけども、５ページにあります。このように急激に上がって、そのあと下がってくるという状況で。

本来減衰よう素、漏えいの状況等かみ合わせて、いろいろな状況を現すグラフですので、本来ですと

対数で表すべきだったと思いますけど、対数グラフで表したものがこのようになっています、①の事

故後継続的に希ガスが放出されるので、線量率が上昇しますが。ある時間を経過すると時間減衰の効

果により下がる。繰り返しますと３ページですが、時間の経過とともに建屋への放出割合は飽和しま

す。ただしこういうふうにＬＯＣＡのケースでいきますと、大部分の希ガスがＬＯＣＡ時にはサプレ

ッションチェンバーの方に移行していきます。移行しますと放出の割合は非常に小さくなりますので、

これくらいの影響しかしないというのがこの解析上あります。そのあと４ページが希ガスの減衰曲線

で、これをあわせると先ほどの解析になるということで、これに基づいて評価をしております。 

 

 

（中島座長） 

はい、ありがとうございました。 
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３点、５点ほどですか、前回の質問に対して説明ありましたけども。はい、鈴木委員 

 

（鈴木委員） 

最後の資料２－４のご説明ですが、どうもありがとうございます。でですね２ページを見ますと対

数グラフで書いてありまして、２時間のところでちょっとしたインフレクション（変曲点）が現れる。

３ページを見ますと２時間経つと希ガスの放出割合がほぼ一定になるということですかね。レベルオ

フ。前回の資料ではですね、この２時間のところで放出割合がレベルオフするっていう情報がなかっ

たもんだから、２ページの所を見ますと、しかもですね格納容器からは事故後継続的に希ガスが放出

されるため、原子炉建屋内の線量率は上昇傾向を示すという文章があったので、これ当然私としては

３ページ目の放出割合が単純降下するもの、はずだと言う風に考えた訳ですね。単純増加すれば２時

間の時点で変曲点が現れるはずがないと言う風に考えた訳ですが、今回のご説明ですと２時間後には、

放出割合がほぼ一定になるということですね。この情報があれば確かにこうした２時間後にすると変

曲点が現れると言うことは当然起こるのだと思います。それでですね、従いましてこの２ページ目の

文章、格納容器からは実効、継続的に希ガスが放出されるが２時間経つとサプレッションチェンバー

の方へ移行するわけですね。ちょっとごめんなさい。今川村さんが何とおっしゃったかよく覚えてい

ないのですが、とにかく２時間経つと放出率がレベルオフするので、原子炉建屋内の線量率はそのま

ま減衰していくという風な文章にしないと、これは非常に誤解を生みやすいと言うふうに思います。

以上です。 

 

（中島座長） 

 ありがとうございました。そこは表現を工夫していただければと思います。またあればメール等で

追加の質問を出して頂ければと思うのですが。 

 

（山内委員） 

２時間で希ガスはレベルオフするんですか。 

 

（中島座長） 

サプレッションへの流れと言うことだと思います。 

 

（山内委員） 

 ほんとにうまくそちらに行くんですか？ 

 

（東京電力：川村原子力設備管理部長） 

 はい、これを事故時の挙動としては２時間でいきます。 

 

（中島座長） 

 また、追加があれば後日伺います。よろしいでしょうか。それでは次は資料３のものでの汚染水の

状況について、説明をお願いします。 
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（東京電力：松本原子力改革特別タスクフォース事務局長代理） 

東京電力の松本です。資料№３福島第一原子力発電所の汚染水の状況についてご説明させていただ

きます。１枚目ですが、汚染水対策は左側の上にあります３つの方針、すなわち取り除く、近づけな

い、漏らさない、という方針に基づきまして、それぞれ対策を何種類か用意しつつ、今、実行をして

いるところでございます。右下に概略図がございますが、現在問題になっておりますのは、原子炉建

屋、タービン建屋に帰ってくる地下水が入ってくることで高濃度の汚染水になってしまうというとこ

ろと、少しタービン建屋に右側にあります②トレンチというところがございますが、そこは３年前の

事故当時、高濃度の汚染水がそこに流出したということで、現在ここに高濃度の汚染水が溜まってい

る状況でございますので、これを何とかするということで対策を講じているというところになります。

２ページになります。現在の状況を作業工程ごとにご紹介させていただきますが、まず取り除くとい

うことに関しましては多核種除去設備、いわゆるＡＬＰＳを導入いたしまして、現在タンクに保管し

てます汚染水の浄化をしているところでございます。現在ＡＬＰＳの増設を建設中でございまして、

２６年度内、すなわち来年の３月に現在溜まっております汚染水の全量の処理を完了させるという目

標で現在進めているところでございます。また②のトレンチ内の汚染水の除去でございますが、こち

らに関しましては現在凍らないということで非常にご心配ご迷惑をおかけしておりますが、現在追加

のドライアイス、氷の導入、間詰め材というものを詰めまして凍結を、止水を完了させるという予定

で進んでおります。方針２近づけないというところでございますが、こちらは地下水バイパスという

ことで、５月から建屋の西側になりますが、地下水を汚染する前に汲み上げて海に放出させていただ

いているという状況でございます。またそれに同様の考え方で、より建屋に近い方のサブドレンとい

うものがございまして、そこのところで地下水を汲み上げまして、建屋に入る地下水を低減させよと

いうことで、現在浄化設備、汲み上げの試験をやっているところです。建屋の周りを凍土、いわゆる

凍らせて壁を作りまして、建屋に入ってくる地下水をシャットアウトするということで、右側のとこ

ろに建屋の周りをぐるっと囲う、約１．４ｋｍの凍土壁を現在建築中でございまして、こちらに関し

ては来年の春に凍結を開始する予定でございます。また方針３漏らさないというところに関しまして

は、水ガラスによる地盤改良ですとか、海側遮水壁の設置、タンクの増設といったところについては

現在それぞれ取り組んでいる状況でございます。特に３ページ地下水バイパスの状況ですけど、こち

らに対しましては左上にございます山側から海側のほうに地下水が流れておりますので、その手前に

地下水を汲み上げるということで、現在までの排水状況については右側のほうに量、分析結果の状況

に付きまして記載させていただきました。運用目標と書かせていただいているセシウム１３４、１３

７が１㏃/ℓ未満、全ベータが５㏃/ℓ、トリチウムに関しては１５００㏃/ℓということをそれぞれ確認し

ながら放出させていただいている状況でございます。その効果でございますが、４ページのところに

右側にグラフを載せさせていただいてます。建屋の周辺に３か所、観測孔Ａ、Ｂ、Ｃということで井

戸を掘っておりまして、そこの地下水位の状況を見ておりますけれども、降水量、雨の量によって地

下水位が変動いたしますので、それを考慮しても地下水が少し下がる傾向であるということが確認で

きているということでございます。５ページになりますが、現在問題になっております２号機、３号

機のタービン建屋の東側、すなわち海側にありますトレンチといったところが緑色の絵で示させてい

ただいてますが、ここに高濃度の汚染水が溜まっております。これを抜いて処理したいわけでござい

ますけど、こちらのほうタービン建屋と繋がっておりますので、この青い印を書いたところの建屋接

続部を止水しないと水が抜けないという状況でございますので、現在右側の絵にございますようなパ
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ッカーというものをトレンチの中に挿入いたしまして凍らせているという状況でございます。現在９

割程度凍っておりますけれど、一部上部のほうが、氷が不十分ということでございますので、現在追

加対策をやっているという状況でございます。海への流出の状況に付きまして６ページのほうに取水

口付近、港湾内のほうでのそれぞれセシウム１３４、１３７の測定結果を記載させていただいており

ますけども、大きな流出はないというふうに考えております。これらを鑑みまして柏崎の状況につき

まして７ページ以降ご説明させていただきます。５～７号機側の状況を８ページに平面図で示させて

いただいておりますが、５、６、７号機側では茶色い線で書いてございます高さ１５ｍの防潮堤がご

ざいますが、その下にピンク色のトレンチというものが柏崎にも同様にございますが、ここにつきま

しては止水工事を行っております。９ページをご覧ください。下のところに全体の立面図がございま

すけど、現在の状況をご説明いたしますと６、７号機の敷地高さ１２ｍのところにございますので、

基準津波によります津波を大きく上回っておりますので、地上からの到達、流入はございませんし、

先ほどご説明させていただいた防潮堤、１５ｍの防潮堤がございますので、更に防備を図っていると

いう状況でございます。またそれをカバーするためにも原子炉建屋の周りには防潮壁、内部のほうに

は重要区画への水密化というようなことを行っております。またピンク色で書かせていただいたトレ

ンチに関しても現在写真で示させていただいてるように、ケーブルトレイ、配管類、壁を貫通する部

分に関しましては止水工事を行っておりまして、外側から、あるいはトレンチ内を通過してタービン

建屋のほうに水が入ってくるということはないように、現在工事が終わっているという状況でござい

ます。東京電力からは以上でございます。 
 

（中島座長） 

はい、どうもありがとうございました。ただ今のご報告に対しまして何か聞いておきたいことがご

ざいましたらお願いします。よろしいでしょうか。１Ｆの反省といいますか反映して柏崎刈羽のほう

もこういう対応しているということだと理解します。 

 

（鈴木委員） 

ちょっと細かい質問なんですが、止水対策というのはいわばバルブのようなものと、可変性のある

バルブのようなものと理解してよろしいでしょうか。 

 

（東京電力：松本原子力改革特別タスクフォース事務局長代理） 

いえ可変性はございませんで、パテといいますか埋め込んであります。これが人的に開くというも

のじゃありません。 

 

（鈴木委員） 

じゃあトレンチは使わないんですね。 

 

（東京電力：松本原子力改革特別タスクフォース事務局長代理） 

いえトレンチとしては機能しておりまして、写真にございますようにケーブルトレイでしたり、配

管が走っていますが、この止水対策ということで紫の絵、印が付けているところが壁を貫通するとこ

ろになりますので、そこを通過して外から水が入ってこないようにこの貫通部の隙間を完全に埋めて
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やるという状況です。 

 

（鈴木委員） 

わかりました。 

 

（中島座長） 

  その他よろしいでしょうか。どうもありがとうございます。 

  予定では資料４の避難時間について、冒頭、山田局長より説明がありましたように、こういうこと

を公開しましたということでございますので、今日は時間がないということですので、別途ご覧にな

って質問があれば別途して頂ければと思います。ということで、予定していた議題あるいは報告は以

上です。今日の議論の中で、いろいろ今後、やるべき課題等のご提案もありましたので、また、次に

事務局と相談の上、あるいはそれぞれの委員の方にも作業をお願いすることになるかと思いますので、

ご協力をお願いいたします。それでは事務局にお返しします。 

 

（事務局） 

 今後の委員会の日程等につきましては、改めて調整させていただきますので、よろしくお願いいた

します。それでは最後に山田防災局長よりご挨拶を申し上げます。 

 

（山田防災局長） 

 皆さん今日も長時間にわたりまして真剣なご議論をどうもありがとうございました。このように真

剣に議論をいただいているこの委員会のことは、原子力規制委員会は多大な関心を持って注視してい

ただいているものと私は信じております。したがいまして、この議論の結果、検視の過程でわかって

きたこと、あるいは検視の過程でさらに疑問になったこと、あるいはこの時点で提言すべきこと、そ

ういったことを含めて信頼を寄せられる原子炉行政を共につくっていくという立場からも、原子力規

制委員会に届くものと考えております。引き続きご指導賜りますようにどうぞよろしくお願い申し上

げます。本日はどうもありがとうございました。 
 

（事務局） 

 それでは本日の技術委員会は、これにて閉会とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

以 上 

 


